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はじめに

“健康”は個人が生涯にわたり自分らしく安心して生活していくため

の基盤です。人生 年時代が現実となり、本市の平均寿命は延伸

している一方、ライフスタイルの変化や高齢化による生活習慣病や要支

援・要介護者数の増加、また社会環境の変化等に伴うストレスから引き

起こされるこころの不調など、健康を取り巻く課題は多様化しています。

本市では、「第３期健康なんこく２１計画きらり」に基づき、市民の健康づくりと食育、自殺対策に

ついて取り組んできました。本年度が計画の最終年度であることから、計画の達成状況やこれま

での取組内容について評価を行い、新たに「第４期健康なんこく２１計画きらり」（「第４期健康増

進計画」、「第５次食育推進計画」、「自殺対策計画 」）を策定しました。

計画では①生活習慣病の発症予防と重症化予防、②地域で取り組む健康づくりの推進、③健

全な食生活と口腔衛生の実践、④生きることの包括的な支援「こころの健康づくりの推進」の４つ

を本市の重点目標と定め、市民、地域、学校、関係団体、行政等、社会全体が一体となってその取

組を推進していきます。さらに、こうした取組を実施することで、健康寿命のさらなる延伸を目指し、

市民一人ひとりが生涯を通じて心身ともに健康で自立した生活を送ることができる「笑顔あふれ

る南国市」を実現してまいります。

終わりに、計画の評価及び策定に多大なご尽力をいただきました策定委員の皆さま、関係機

関・団体の皆さま、アンケート調査にご協力いただいた市民の皆さまに心から感謝を申し上げます。

今後とも、本市の健康づくり施策の推進のため、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。

令和８年３月

南国市長 平山 耕三
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第１章 計画策定にあたって

１ 計画の背景と趣旨

健康は、私たちが生きていく上で欠かせない大切なものです。近年、新型コロナウイルス感染症が拡大し、

それに伴う社会の変化等を通じ、改めて健康に対する意識が高まり、｢健康寿命の延伸｣が重要となってい

ます。

わが国において、令和５年５月、令和６年度から令和１７年度までの１２年間を期間とする「国民の健康の

増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」（健康日本２１（第三次））が告示されました。この方針

では、全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、誰一人取り残さない健

康づくりの展開とより実効性をもつ取組の推進に重点を置き、①健康寿命の延伸・健康格差の縮小、②個

人の行動と健康状態の改善、③社会環境の質の向上、④ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりの４

つの基本的な方向が示されています。

南国市では、平成１８年に健康増進計画として「自分らしさを大切にしながら、より健康的な生活を送るこ

とができ、そしてお互いが支え合える地域づくり」を市民とともにめざすため、「健康なんこく２１計画 きらり」

を策定しました。

次いで平成２８年度からの２期計画では母子保健計画を包含し、市民が主役となる健康づくりの方向性

を定め、健康寿命の延伸に取り組んできました。また、食の分野では「食育推進計画」（第３次計画）を、自

殺対策としては「いのち支える南国市自殺対策計画 １」を策定し、取組を推進してきました。

令和３年度からは、「第３期健康増進計画」「第４次食育推進計画」「自殺対策計画 ２」を包含した

「第３期健康なんこく２１計画 きらり」を策定し、令和７年度までの５ヵ年計画として一体的に取組を行って

きたところです。

これまでの取組の評価および新たな健康課題などを踏まえ、今回国が示した「健康日本２１（第三次）」

の基本的な方向および目標項目を参考に、「第５期高知県健康増進計画（よさこい健康プラン２１）」、「第

４期高知県食育推進計画」、「第３期高知県自殺対策計画」との調和を図りつつ、南国市総合計画のもと、

南国市における基本的な考え方や課題などを検討し、「第４期健康なんこく２１計画 きらり」（以下、「本計

画」という。）を策定します。

 



２ 計画の位置づけ

本計画は、健康増進法第８条第２項に定められる「健康増進計画」として、施策の関係性の深い「食育推

進計画」（食育基本法第１８条第１項）、「自殺対策計画」（自殺対策基本法第１３条第２項）を一体的に策

定したものです。

国や高知県の定める計画および本市の定める関連計画と内容の整合性を図り策定しています。

３ 計画期間

本計画の期間は、令和８年度から令和１９年度までの１２年間とします。

なお、中間年度にあたる令和１３年度に中間評価を行います。ただし、社会情勢の変化により計画の変更

が必要な場合、必要に応じて見直しを行うものとします。
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国
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４ 計画策定の体制

（（１１））南南国国市市健健康康増増進進計計画画策策定定委委員員会会、、南南国国市市食食育育推推進進会会議議のの開開催催

総合的な健康づくり対策や食育を積極的に推進するため、保健・医療・福祉関係者、健康づくりの市民

代表、行政関係者からなる「南国市健康増進計画策定委員会」、「南国市食育推進会議」を開催し、各事

業の評価や今後の方向性などについて報告や検討を行いました。

（（２２））健健康康づづくくりりにに関関すするるアアンンケケーートト調調査査のの実実施施

計画策定にあたり、市民の健康状態や健康増進に関する取組などについて調査を実施し、これまでの成

果と今後の課題抽出などの基礎資料として活用しました。

調査対象 南国市在住の２０歳以上の一般市民

調査実施期間 令和６年１１月２８日 ～ 令和６年１２月１７日

配布・回収方法 郵送による配布回収

配布数 ２，５００件

回収数 ８５０件

回収率 ３４ ０％

（（３３））パパブブリリッッククココメメンントトのの実実施施

計画策定にあたり広く市民の意見を募りよりよい計画とするため、パブリックコメントを実施しました。

公募期間 令和８年１月２６日 ～ 令和８年２月６日

場 所 市役所（本庁舎・保健福祉センター）、市ホームページ掲載

広 報 市ホームページ

方 法 所定の意見書に意見を記入し、持参・郵送・ファックス・ 上フォームにより提出

結 果 ０件

 



第２章 南国市の現状と課題

１ 統計データからみる市の現状

（１）人口の推移
①人口推移と将来推計

総人口は、毎年２００～３００人程度減少を続けています。令和７年９月末時点で４５ ５９６人となってい

ます。年少人口（０～１４歳）や生産年齢人口（１５～６４歳）が減少しているのに対し、高齢者人口（６５歳

以上）は増加を続けていましたが、令和３年度より高齢者人口も減少に転じ、今後は人口減少に拍車が

かかる見込みです。

高齢化率は上昇を続け、令和２２年には、３３．７％となる見込みです。

（推計値）令和１２年以降は住民基本台帳を用いたコーホート変化率法※により算出

出典：住民基本台帳（各年９月３０日時点）

※コーホート変化率法：コーホートとは、同年に出生した集団のことをいいます。

コーホート変化率法とは、各年齢別の平均余命や進学・就職による移動等の特性を変化率によって反映さ

せる推計方法で地域の特性をより反映させることが可能です。

 

総人口

0～14歳
（年少人口）

15～64歳
（生産年齢人口）

65歳以上
（高齢者人口）

高齢化率
（％）
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②５歳階級別人口

令和７年９月末時点での５歳ごとの年齢階級別人口は、男性・女性ともに、「４５～４９歳」「５０～５４

歳」「７０～７４歳」「７５～７９歳」が多くなっています。

出典：住民基本台帳（９月３０日時点）、国保連合会提供データ

（２）出生と死亡の状況
①出生と死亡の状況

出生数は令和３年までは３００人台を維持していましたが、令和４年より３００人を割り込み減少傾向に

あります。

死亡数は、令和３年までは５００人台でしたが、令和４年より６５０～６７０人程度となり増加しています。

合計特殊出生率※は、平成３０年で１ ７０ありましたが、令和６年では１ ４０となり減少傾向ですが、全

国や県よりも高い割合となっています。

出典：政府統計の総合窓口（ ）、高知県健康づくり支援システム

※合計特殊出生率： ～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生

むとしたときのこどもの数に相当します。 

全国

高知県

南国市

合計特殊
出生率

出生数（人）

死亡数（人）



②標準化死亡比（ ）※

平成３０年から令和４年の５年間におけるＳＭＲをみると、南国市において、男性は「腎不全」、女性は

「心疾患」「脳血管疾患」「不慮の事故」が全国や県よりも高くなっています。男性・女性ともに「肺炎」

「腎不全」「不慮の事故」が基準となる１００を超え、「悪性新生物＜腫瘍＞」は１００未満となっています。

出典：厚生労働省「人口動態保健所・市区町村別統計」

※標準化死亡比（ ）：人口構成の違いを除去して死亡率を比較するための指標。全国を基準（＝ ）とした場合の、その地

域での死亡率の程度となり、 以上の場合は全国平均より死亡率が高く、 以下の場合は死亡

率が低いと判断されます。

 

全死因
悪性新生物

＜腫瘍＞
心 疾 患

（高血圧性を除く）
脳 血 管 疾 患 肺　　　炎 腎　不　全 不慮の事故 自　　　殺

高知県

高知県

南国市

南国市

男
性

女
性
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③自殺の状況

令和元年から令和５年における自殺死亡率（人口１０万人対）※の平均は、県・全国平均を下回ってい

ます。性・年代別の自殺死亡率は、女性より男性が高く、特に「男性の３０歳代」「女性の８０歳以上」の自

殺死亡率は、全国値を大きく上回っています。また、「男性の２０歳未満」も全国値を上回っています。

出典：「地域自殺実態プロファイル（ ）」（自殺者数、南国市死亡率）

第三期高知県自殺対策計画、第二期高知市自殺対策計画（全国・高知県死亡率）

出典：いのち支える自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（ ）」

※自殺死亡率 人口 万人対 ：一定期間中に自殺した人の総人口に対する割合。自殺者数 人口× 人口対 万

（３）平均寿命と健康寿命
南国市の平均寿命（平均余命）※をみると、令和元年度と比較して男性・女性ともに０ ２歳延伸し、令和６

年度で男性８１ ４歳、女性８７ ７歳となっています。県、全国と比較すると若干長くなっています。

また、南国市の健康寿命（平均自立期間）※は、男性で８０ ０歳、女性で８４ ６歳であり、介護や支援を必

要とする不健康な期間は（平均寿命と健康寿命の差）は男性で１ ４年、女性で３ １年と県、全国と同程度と

なっています。

出典： システム（地域の全体像の把握）

※平均寿命（平均余命）：その年に生まれた 歳児があと何年生きられるかを表す数値。

※健康寿命（平均自立期間）：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。

南国市

高知県

全国

自殺者数（人）

自殺による
死亡率

（人口10万対）

R1年度 R6年度 R1年度 R6年度 R1年度 R6年度
平均寿命（平均余命）

（歳）
健康寿命（平均自立期間）

（歳）
不健康な期間
（年）

平均寿命（平均余命）
（歳）

健康寿命（平均自立期間）
（歳）

不健康な期間
（年）

南国市 高知県 全国

男
性

女
性



（（４４））国国民民健健康康保保険険のの状状況況
令和６年における南国市の診療報酬明細書（レセプト）の状況をみると、入院では件数、費用額ともに

「統合失調症」が最も多くなっています。

入院外では「高血圧性疾患」「歯肉炎及び歯周疾患」の順で件数・費用額ともに上位１位２位を占めて

います。件数では「糖尿病」、費用額では「その他の悪性新生物＜腫瘍＞」が３位となっています。

【保険者別疾病分類項目別上位５位（入院）】 上段：病名、下段：％

出典：高知県国保のすがた（ 年 月審査分）

【保険者別疾病分類項目別上位５位（入院外）】 上段：病名、下段：％

出典：高知県国保のすがた（ 年 月審査分）

 

南国市 高知県

件数 費用額 件数 費用額

統合失調症 統合失調症 統合失調症 統合失調症

脳性麻痺 脳性麻痺 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ その他の悪性新生物＜腫瘍＞

その他の悪性新生物＜腫瘍＞ その他の循環器系の疾患 骨折 その他の心疾患

骨折 脳梗塞 その他の神経系の疾患 骨折

その他の神経系の疾患 その他の心疾患 その他の消化器系の疾患 脳梗塞
5位

順位

1位

2位

3位

4位

南国市 高知県

件数 費用額 件数 費用額

高血圧性疾患 高血圧性疾患 歯肉炎及び歯周疾患 歯肉炎及び歯周疾患

歯肉炎及び歯周疾患 歯肉炎及び歯周疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患

糖尿病 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 糖尿病 腎不全

脂質異常症 腎不全 脂質異常症 その他の悪性新生物＜腫瘍＞

関節症 糖尿病 その他の眼及び付属器の疾患 糖尿病

4位

5位

順位

1位

2位

3位



（（４４））国国民民健健康康保保険険のの状状況況
令和６年における南国市の診療報酬明細書（レセプト）の状況をみると、入院では件数、費用額ともに

「統合失調症」が最も多くなっています。

入院外では「高血圧性疾患」「歯肉炎及び歯周疾患」の順で件数・費用額ともに上位１位２位を占めて

います。件数では「糖尿病」、費用額では「その他の悪性新生物＜腫瘍＞」が３位となっています。

【保険者別疾病分類項目別上位５位（入院）】 上段：病名、下段：％

出典：高知県国保のすがた（ 年 月審査分）

【保険者別疾病分類項目別上位５位（入院外）】 上段：病名、下段：％

出典：高知県国保のすがた（ 年 月審査分）

 

南国市 高知県

件数 費用額 件数 費用額

統合失調症 統合失調症 統合失調症 統合失調症

脳性麻痺 脳性麻痺 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ その他の悪性新生物＜腫瘍＞

その他の悪性新生物＜腫瘍＞ その他の循環器系の疾患 骨折 その他の心疾患

骨折 脳梗塞 その他の神経系の疾患 骨折

その他の神経系の疾患 その他の心疾患 その他の消化器系の疾患 脳梗塞
5位

順位

1位

2位

3位

4位

南国市 高知県

件数 費用額 件数 費用額

高血圧性疾患 高血圧性疾患 歯肉炎及び歯周疾患 歯肉炎及び歯周疾患

歯肉炎及び歯周疾患 歯肉炎及び歯周疾患 高血圧性疾患 高血圧性疾患

糖尿病 その他の悪性新生物＜腫瘍＞ 糖尿病 腎不全

脂質異常症 腎不全 脂質異常症 その他の悪性新生物＜腫瘍＞

関節症 糖尿病 その他の眼及び付属器の疾患 糖尿病

4位

5位

順位

1位

2位

3位

（（５５））後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険のの状状況況
令和６年度における南国市の後期高齢者医療の１人当たり医療費の状況をみると、入院では男性「慢性

腎臓病 透析あり 」、女性「骨折」が最も多くなっています。

入院外では男性「慢性腎臓病 透析あり 」、女性「関節疾患」が最も多くなっています。「糖尿病」や「高

血圧症」などの生活習慣病や生活習慣病の悪化に起因する疾患が上位になっています。

【１人当たり医療費：疾病別（細小分類）上位５位（入院）】

単位：円

出典： システム（令和６年度）

【１人当たり医療費：疾病別（細小分類）上位５位（入院外）】

単位：円

出典： システム（令和６年度）

 

疾病名 南国市 高知県 疾病名 南国市 高知県

１位 慢性腎臓病(透析あり) 骨折

２位 脳梗塞 関節疾患

３位 肺炎 脳梗塞

４位 認知症 認知症

５位 骨折 パーキンソン病

順位
男性 女性

疾病名 南国市 高知県 疾病名 南国市 高知県

１位 慢性腎臓病(透析あり) 関節疾患

２位 糖尿病 高血圧症

３位 不整脈 糖尿病

４位 前立腺がん 慢性腎臓病(透析あり)

５位 高血圧症 骨粗しょう症

順位
男性 女性



（（６６））生生活活習習慣慣病病にに起起因因すするる医医療療費費のの状状況況
国民健康保険における生活習慣病が医療費全体に占める割合は１８％となっており、中でも糖尿病、慢

性腎臓病（透析あり）、高血圧症、脳梗塞、脳出血の順で多くなっています。県、同規模、全国との比較では

脳出血の割合が高い状況です。

人工透析を算定しているレセプト※を見ると、人工透析を実施している４５人のうち、２型糖尿病有病者は

１９人となっており、４２．２％を占めています。また、令和６年度の新規透析患者数は６人でした。

【国民健康保険における生活習慣病医療費の占める割合】

出典：国保連合会提供データ（令和６年度）

【人工透析を算定しているレセプト集計】

出典：国保連合会提供データ（令和６年度）

※レセプト：医療機関が健康保険組合などの保険者（支払者）に医療費を請求するために提出する「診療報酬明細書」のこと

 

件数 人工透析者数 合計金額
新規透析患者数

２型糖尿病

有病者数

導入期加算の

算定がある者

２型糖尿病

有病者数

人 人 円 ６人 ４人



（（６６））生生活活習習慣慣病病にに起起因因すするる医医療療費費のの状状況況
国民健康保険における生活習慣病が医療費全体に占める割合は１８％となっており、中でも糖尿病、慢

性腎臓病（透析あり）、高血圧症、脳梗塞、脳出血の順で多くなっています。県、同規模、全国との比較では

脳出血の割合が高い状況です。

人工透析を算定しているレセプト※を見ると、人工透析を実施している４５人のうち、２型糖尿病有病者は

１９人となっており、４２．２％を占めています。また、令和６年度の新規透析患者数は６人でした。

【国民健康保険における生活習慣病医療費の占める割合】

出典：国保連合会提供データ（令和６年度）

【人工透析を算定しているレセプト集計】

出典：国保連合会提供データ（令和６年度）

※レセプト：医療機関が健康保険組合などの保険者（支払者）に医療費を請求するために提出する「診療報酬明細書」のこと

 

件数 人工透析者数 合計金額
新規透析患者数

２型糖尿病

有病者数

導入期加算の

算定がある者

２型糖尿病

有病者数

人 人 円 ６人 ４人

（７）介護の状況
①認定者数と認定率の推移

第１号被保険者数は令和２年（１４ ６１８人）から令和７年（１４ ４６３人）にかけて１５５人減少し、認定

者数は６０人増加しています。

認定率は１７％台で推移しており、令和７年には１７ ８％となっています。

※令和 年は 月末時点の値。

出典：介護保険事業状況報告

※「認定率」は、第 号被保険者の認定者数を第 号被保険者数で除した数。

出典：厚労省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより）各年９月末日現在

 

第1号被保険者数（人）

要支援・要介護認定者数（人）

第1号被保険者（人）

第2号被保険者（人）

認定率（％）



②認定者数の推移

区分別の認定者数は、「要介護１」が最も多く、令和７年６月末時点では認定者全体の２１ ９％を占め

ています。

単位：人

※令和７年は６月末時点の値。端数の関係で構成比合計が ％になりません。

出典：介護保険事業状況報告

 

区分 構成比（R7）

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

認定者数合計



②認定者数の推移

区分別の認定者数は、「要介護１」が最も多く、令和７年６月末時点では認定者全体の２１ ９％を占め

ています。

単位：人

※令和７年は６月末時点の値。端数の関係で構成比合計が ％になりません。

出典：介護保険事業状況報告

 

区分 構成比（R7）

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

認定者数合計

③③要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者のの有有病病状状況況

要支援・要介護認定者のうち、国民健康保険と後期高齢者被保険者の有病状況（レセプト件数）で

は、重症化した循環器疾患である脳梗塞や虚血性心疾患の割合が高く、基礎疾患では高血圧や脂質

異常症が高くなっています。また筋・骨格疾患の割合も高くなっています。

出典：国保連合会提供データ（令和６年度）

 

歯肉炎歯周病

筋・骨格疾患

認知症

血管疾患合計

高尿酸血症

脂質異常症

高血圧

神経障害

網膜症
基
礎
疾
患

糖尿病

再
掲
合
併
症

腎症

人工透析

腎不全

虚血性心疾患

脳梗塞

再
掲

脳出血

人数 割合 人数 割合 人数 割合

（
レ
セ
プ
ト
の
診
断
名
よ
り
重
複
し
て
計
上

）

有
病
状
況

疾患 人数 割合 人数 割合

血
管
疾
患

循
環
器
疾
患

脳血管疾患

認定者数

受給者区分 2号 1号
合計

年齢 40～64歳 65～74歳 75歳以上 計



（８）特定健康診査・各種がん検診※の状況
①特定健康診査・特定保健指導

特定健康診査の受診率は微減で推移していましたが、令和６年度には４０ ２％へ増加しています。特

定保健指導の実施率は増加傾向にあり、令和６年度では４２ ５％と大きく増加しています。また、特定健

診受診率、特定保健指導実施率ともに県平均を上回っていますが、国の目標値は大きく下回っています。

出典：法定報告

※「健診」と「検診」について：
「健診」は、「健康状態を調べる」ための診断を指す言葉です。市で実施する「健康診査」や職場などで定期的に実施する

「一般健康診断（定期健康診断）」と、生活習慣病の予防や早期発見を目的とした「特定健康診査」が「健診」にあたります。

「検診」は、「特定の病気を早期発見する」ことを指す言葉です。「がん検診」等がこれにあたります。

本計画においては、総称して健（検）診と表記する場合があります。ただし、事業名等の固有名詞については変更せずに、

使用しています。

②メタボリックシンドローム※の該当状況

特定健康診査受診者における、メタボリックシンドロームの該当者の割合は、「男性」４０ ０％、「女性」

１６ ４％と年々増加傾向にあり、特に男性の該当者が多くなっています。中でも男性の５０歳～７４歳では、

高血圧・高血糖・脂質異常の３つすべてが有所見である人の割合が多く、生活習慣病発症や重症化リス

クを高めています。

また予備軍の割合は４０歳代の男性や５０歳代の女性の働き世代に多くなっています。

※メタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群（内臓のまわりに脂肪がたまった状態）に加え高血圧、高血糖、脂質異常のうち２つ

以上を合わせもつこと。

 



（８）特定健康診査・各種がん検診※の状況
①特定健康診査・特定保健指導

特定健康診査の受診率は微減で推移していましたが、令和６年度には４０ ２％へ増加しています。特

定保健指導の実施率は増加傾向にあり、令和６年度では４２ ５％と大きく増加しています。また、特定健

診受診率、特定保健指導実施率ともに県平均を上回っていますが、国の目標値は大きく下回っています。

出典：法定報告

※「健診」と「検診」について：
「健診」は、「健康状態を調べる」ための診断を指す言葉です。市で実施する「健康診査」や職場などで定期的に実施する

「一般健康診断（定期健康診断）」と、生活習慣病の予防や早期発見を目的とした「特定健康診査」が「健診」にあたります。

「検診」は、「特定の病気を早期発見する」ことを指す言葉です。「がん検診」等がこれにあたります。

本計画においては、総称して健（検）診と表記する場合があります。ただし、事業名等の固有名詞については変更せずに、

使用しています。

②メタボリックシンドローム※の該当状況

特定健康診査受診者における、メタボリックシンドロームの該当者の割合は、「男性」４０ ０％、「女性」

１６ ４％と年々増加傾向にあり、特に男性の該当者が多くなっています。中でも男性の５０歳～７４歳では、

高血圧・高血糖・脂質異常の３つすべてが有所見である人の割合が多く、生活習慣病発症や重症化リス

クを高めています。

また予備軍の割合は４０歳代の男性や５０歳代の女性の働き世代に多くなっています。

※メタボリックシンドローム：内臓脂肪症候群（内臓のまわりに脂肪がたまった状態）に加え高血圧、高血糖、脂質異常のうち２つ

以上を合わせもつこと。
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③特定健診の有所見者の状況

男女ともに ・腹囲・ の有所見割合が高くなっています。男性は壮年期から腹囲高値等のメ

タボ所見が目立ち、高齢期にも持続する傾向にあります。女性は４０～６４歳では全国平均と大差ないも

のの、６５～７４歳で腹囲・ の有所見が顕在化し、全国平均との差が拡大する傾向にあります。こう

した肥満・代謝異常の累積により、男女とも高齢期で腎機能（ ）の有所見が増加しています。

【特定健診有所見者の状況】

出典：高知県中央東福祉保健所提供資料
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④④市市がが行行うう各各種種ががんん検検診診のの状状況況（（国国民民健健康康保保険険被被保保険険者者））

令和６年度における各種がん検診の受診率は、大腸がんが１５％程度、肺がん、乳がん検診が１０％程

度、胃がん、子宮頸がんは ％程度となっています。

【国民健康保険被保険者における各種がん検診の受診状況】

出典：地域保健・健康増進事業報告 健康増進編 市区町村表
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２ 健康づくりに関するアンケート調査結果から見る現状

（（１１））回回答答者者のの内内訳訳
上段：人 下段：％

２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代
７０歳代

以上
無回答 合計

男性

女性

その他・

答えたくない

合計

【性別】 【年齢別】

＜報告書を読むうえでの注意事項＞

・グラフ中の「 」はその項目における回答者を合計した実数値であり、割合（％）算出の基数となります。

・比率については小数点以下第２位を四捨五入しているため、各比率の合計が１００％に合致しない場合が

あります。

・複数回答のグラフについては、「無回答」を除いている場合があります。

・クロス集計のグラフについては、性別・年齢の「無回答」は除いて表示しています。

 



（２）調査結果から見る傾向
①食育への関心

６９ ８％の人が食育への関心があり、食事のバランスや塩分についての関心が特に高い傾向がありま

す。

前回調査と比較して、食育に関心がある方の割合が減少しています。また、関心があることとして、「防

災食」への関心が特に高くなっています。

②朝食の摂取状況

朝食を「毎日食べる」と答えた方は全体の７４ ８％となっています。前回調査と比較して若干減少して

います。性別差はありませんが、年齢別では、「２０歳代」での欠食が多くなっています。
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います。性別差はありませんが、年齢別では、「２０歳代」での欠食が多くなっています。

③食事に気をつけている人の割合

普段の食事において、「栄養バランスに気をつけている人」は全体の７４ ０％、「塩分の多いものを控え

ている人」は５２ ４％、「食事の量や内容にいつも気をつけている人」は２７ ９％、「時々気をつけている人」

は４９ ６％となっています。

前回調査と比較して、いずれも「気をつけている人」の割合が減少しています。性別では「女性」よりも

「男性」、年代別では「２０～４０歳代」で気をつけている人が少ない傾向があります。

 



④健康への関心・健康管理

健康づくりに「関心がある人」は４２．５％、「少しはある人」は５０ ７％であり、合わせると全体の９３％以

上の人において関心がある状況となっています。

健康な生活を送るために気をつけていることは、「睡眠・休養」が最も多く７１ ９％を占めていいます。

前回調査と比較すると、「睡眠・休養」「ストレスをためないこと」「運動に関すること」「健診（検診）を受

けること」の割合が大幅に増加しています。

健康維持のために健康診断をいずれか（市、医療機関、職場など）で受診している人は８３ ４％を占

め、前回調査と比較して微増しています。体重を「よくはかる」人は３７ ％と微増しています。血圧を「よく

はかる」人は ％で、それ以外の約８０％は定期的にはかる習慣がないと回答しています。
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⑤運動・地域活動の状況

日頃から運動している人は全体で３３ ２％になっています。前回調査と比較して１０ ２％減少しています。

性別にみると「男性」よりも「女性」、年代別では「３０歳代」「５０歳代」で運動習慣の定着が少ない状況

です。

「何らかの地域活動に参加している人」は２９ ％で、前回調査と比較すると、町内会やボランティア、

地域行事などの地域活動を行う人の割合が少なくなっています。

また、「学生」や「２０歳代」「３０歳代」の参加が少なくなっています。

 

母数
（ｎ） はい いいえ 無回答

全体
男性
女性
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
70歳代以上
会社員
自営業・家族従業・農業
公務員
パート・アルバイト
専業主婦・主夫
学生
無職
その他

性
別

年
齢

職
業

何らかの地域活動に参加しているか



⑥飲酒の状況

お酒を「毎日飲む人」は全体の１７ ２ を占め、性別では「男性」の方が２８ ６ と多くなっており、年

代別では、「３０歳代」「４０歳代」で増加しています。また、飲酒量についても増加しており、特に「３合以

上」の飲酒割合が１３ ７ となっています。

悩みや不安を忘れるためにお酒を飲むについて、「はい」が１７ ％であり、「３０歳代」が３１ ％と他

の区分に比べて多くなっています。また、１日の飲酒量の割合は、「５合以上」で「はい」が３６ ％、「 ～

合」が２３ ％となっており、飲酒量が多いほど悩みや不安を忘れるために飲んでいる人の割合が高くな

っています。

 

「節度ある適度な飲酒量」：

純アルコール男性２０ｇ程度、女性・高齢者は１０ｇ程度

「生活習慣病のリスクを高める飲酒量※ 」：

男性４０ｇ以上、女性２０ｇ以上

【純アルコール20ｇ程度の目安】
ビール 缶チューハイ ワイン 日本酒 焼酎
（５度） （７度） （１２度） （１５度） （２５度）
中瓶１本 1缶 ２杯弱 １合 0.6合
500㎖ 350㎖ 200㎖ 180㎖ 110㎖

出典：※ 健康日本 第三次）
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⑦たばこの状況

たばこを習慣的に吸っている人は全体の１４ ８％を占め、性別では「男性」、年代では「３０～６０歳代」

で喫煙率が高くなっています。

禁煙に対する意向について、「関心がない」と回答した人は、「２０歳代」「３０歳代」と若い世代が多く、

また、４０歳代以上では、「関心はあるが、６か月以内に禁煙しようとは考えていない」人が５０％程度とな

っています。

 



⑧⑧こここころろのの健健康康をを取取りり巻巻くく状状況況

悩みや不安、ストレスをいつも感じている人は全体の２３ ％となっています。特に「３０～５０歳代」で

％以上を占めています。

ストレスを感じる原因は主に「健康 自分の病気・からだの悩みなど）」「勤務 転勤、仕事の悩み、職場

での人間関係、長時間労働など）」「家庭 家族関係の不和、子育て、家族の介護・看病など）」、「経済

的な問題（家計が苦しい・借金・失業など）」の順に多く、「 ～５０歳代」では「勤務関係」、「６０歳代以

上」では「健康関係」が最も多くなっています。また、「 ～３０歳代」では、「経済関係」が２番目に多くな

っています。
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悩みや疲れ、人間関係などのストレスを解消できていると思うかについて、「あまりできていない」「まっ

たくできていない」を合わせた『解消できていない人』は２３ ％となっており、特に「３０歳代」が３１ ％、

「４０歳代」が２８ ％と多くなっています。

なんらかのストレス解消方法がある人は ％ですが、解消法がない人も一定数います。

また、現在の睡眠で休養が十分にとれていない人は全体の２０ ％になっており、特に「３０歳代」が

％と多くなっています。

 



⑨うつ病のイメージ

うつ病は精神的な弱さが原因であるについて、「はい」が全体の１５ ％、「わからない」は２８ ０％で

あり、「はい」は「２０歳代」「３０歳代」の２０ 以上、「わからない」は「７０歳代以上」の４２ ９％で他の区

分に比べて多くなっています。

うつ病は本人の怠け・甘えであり病気ではないについて、「わからない」が全体の２０ ％であり、「７０

歳代以上」では４１ ０％と他の区分と比べて多くなっています。

うつ病の患者を励ましてはいけないについて、「わからない」が３６ ％であり、「２０歳代」が４３ ％、

「３０歳代」が３９ ％であり、他の区分に比べて多くなっています。

また、すべての設問で「わからない」は「男性」が「女性」よりも多い傾向にあります。
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また、すべての設問で「わからない」は「男性」が「女性」よりも多い傾向にあります。

 

⑩ゲートキーパーの認知度

ゲートキーパーという言葉や意味を知っているかについて、「言葉も意味も知らなかった」が７８ ％、
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⑫歯と口腔の健康
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年齢が高くなるほど、歯の本数が「２４本以上」の割合が低下する傾向がみられ、また、健康状態が良

好でない人ほど「２４本以上」が少ない傾向がみられます。
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かかりつけ歯科医がいる人は７０ ５％となっていますが、前回調査と比較してわずかに減少しています。
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３ 第３期計画のこれまでの取組内容と評価指標の達成状況

（（１１））ここれれままででのの主主なな取取組組
①①健健康康管管理理

取組・事業 対象者

健（検）診受診率向上

・健診とがん検診の同時受診が可能となるようセット健 検 診を実施

・健（検）診を休日に実施

全市民

要精密検査対策、特定保健指導

・健（検）診後のアプローチ（特定保健指導、重症化予防事業、健診結果説明

等）を実施

歯科健診受診率向上

・集団健（検）診と同日に歯周疾患検診（年６回）を実施

・全市民対象に歯科施設健診（６月・１１月）を実施

健康意識の向上

・塩分測定器の貸出等を行い、塩分摂取量の目安を啓発

・血圧計の貸出等を行い、正しい血圧測定方法の普及を実施

・南国市健康ポイント事業を実施

・きらりフェア、地区のイベント等での血圧測定や健（検）診の受診勧奨、健康に

関する相談を実施
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年度 実施主体 令和 年度 令和 年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

特定健診受診者数（人） 保健福祉センター 実施

特定健診受診率（％） 保健福祉センター ％ ％ ％ ％ 実施

特定保健指導の実施率

（％）
保健福祉センター ％ ％ ％ ％ 実施

がん検診受診者数
：５がん検診合計（人）

保健福祉センター 実施

健診の個別受診勧奨
市民課

長寿支援課
実施 実施 実施 実施 実施

特定保健指導の個別受診

勧奨実施率（％）
保健福祉センター ％ ％ ％ 実施 実施

健診結果説明 保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

６月無料歯科健診受診者

数（人）
保健福祉センター 実施

１１月無料歯科健診受診者

数（人）
保健福祉センター 実施

集団健（検）診における歯
科健（検）診（４０歳以上）

保健福祉センター 実施

後期高齢者歯科健診事業
受診者数（人）

長寿支援課 実施

特定保健指導栄養教室 保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

塩分測定器の貸出（件数） 保健福祉センター ４ ６ ２ １５ 実施

血圧計の貸出（件数） 保健福祉センター 実施

健康相談の実施 保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

メタボ予防運動教室（代謝

アップ体操）

（開催回数 参加延人数）

市民課

まほろばクラブ南国

保健福祉センター

実施

南国市健康ポイント事業新

規申込者（人）
保健福祉センター 実施

わたしの望む生活応援ポイ

ント事業『のぞポ』高齢者

の利用者数

長寿支援課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

― ― 実施

 



②②運運動動、、地地域域活活動動、、たたばばここ

取組・事業 対象者

地域で支え合う健康づくり

・健康文化都市づくり推進委員の活動支援

・食生活改善推進員の活動支援

・公民館事業の実施

全市民

生きがいづくりと社会参加の推進

・高齢者教室や老人クラブなど地域でのサークル活動の支援

・介護予防型サロンの運営

・いきいきサークルの活動支援

・シルバー人材センターへの支援

高齢者

・フレイル※サポーターの活動支援

・認知症サポーター養成講座の開催

・ボランティアの育成支援

全市民

地域資源を活用した健康づくり

・観光イベント、地域行事等での健康教育、健康相談

・運動教室の開催

・市民体育大会、健康イベント（きらりフェア）などの実施
全市民

健康づくりを支援する環境の整備

・禁煙・分煙に関する周知啓発の実施

・予防接種事業の実施

・献血事業の推進
※フレイル：健康な状態と要介護状態の中間の段階とし、年齢とともに心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい状態をさ

します。フレイルは、身体的・精神的・社会的の３つの要素で構成されています。フレイルを予防することで、要介護状態

の予防につながり、健康寿命を延ばす可能性があります。

身体的要素：動作が遅くなる、転倒しやすくなるなどの身体的要素

精神的要素：認知症やうつなどの精神的要素

社会的要素：孤独や閉じこもり、経済的な困窮などの社会的要素
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・市民体育大会、健康イベント（きらりフェア）などの実施
全市民

健康づくりを支援する環境の整備

・禁煙・分煙に関する周知啓発の実施

・予防接種事業の実施

・献血事業の推進
※フレイル：健康な状態と要介護状態の中間の段階とし、年齢とともに心身の活力が低下し、介護が必要になりやすい状態をさ

します。フレイルは、身体的・精神的・社会的の３つの要素で構成されています。フレイルを予防することで、要介護状態

の予防につながり、健康寿命を延ばす可能性があります。

身体的要素：動作が遅くなる、転倒しやすくなるなどの身体的要素
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年度 実施主体 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

健康状態不明者アウトリー
チ訪問（保健事業と介護予
防の一体的実施）（人）

長寿支援課

地域包括支援センター

保健福祉センター

― ― 実施

フレイル予防啓発（保健事
業と介護予防の一体的実
施）

地域包括支援センター

保健福祉センター

食生活改善推進協議会

長寿支援課

― ― ― 実施 実施

介護予防型サロン利用者
（人）

長寿支援課

社会福祉協議会
実施

いきいきサークル実施箇所
数（か所）

長寿支援課 実施

いきいきサークル開催回数
（延回数）

長寿支援課 実施

いきいきサークル参加者数
（延人数）

長寿支援課 実施

貯筋運動教室（参加延人
数）

長寿支援課

まほろばクラブ南国
実施

歯科保健指導（保健事業と
介護予防等の一体的実
施）

長寿支援課

地域包括支援センター
社会福祉協議会
保健福祉センター

― 実施 実施 実施 実施

南国スポーツフェスティバ
ル参加者数（人）

スポーツ推進員
生涯学習課

中止 実施

ウォーキング大会の参加者
数（人）

健康文化都市づくり
推進委員会

スポーツ推進員

保健福祉センター
生涯学習課

中止 実施

市民体育大会参加者数
（人）

まほろばクラブ南国

生涯学習課
実施

地区での運動会開催 各地区 実施 実施 実施 実施 実施

市内一斉清掃や国分川の
芝焼きなどへの地域活動
への参加促進

環境課

各地域
年４回 年４回 年４回 年４回 年４回

 



③③食食生生活活とと歯歯のの健健康康

取組・事業 対象者

こどもの頃からの食育・口腔衛生
・マタニティ教室、離乳食講習会の開催
・離乳食講習会での歯科保健指導の実施

妊産婦と
その家族

・地域子育て支援センターにおける食育活動の実施
・地域子育て支援センターにおける歯科保健指導の実施

乳幼児の
保護者

・地場産物を利用した給食の提供
・保育所（園）や小学校でのフッ化物洗口事業の実施

幼児
小・中学生

体験型食育の提供
・地場産物を使った給食の献立作成の実施
・栄養教諭等による食に関する指導、体験学習などを実施
・食生活改善推進員※１による学校等での家庭科授業、体験学習の実施
・食生活改善推進員や食育・防育クラブによる災害時の食に関する講習
・学校体験農園農業事業の実施
・伝承料理の指導
・農家レストラン事業の実施

幼児
小・中学生
高校生
全市民

生活習慣病予防のための食育
・特定保健指導での栄養指導
・健診結果説明会での栄養・歯科教室の実施

健診受診者

・食生活改善推進員による生活習慣病予防のための料理教室の開催
・健康教室、イベントで健全な食習慣や減塩、野菜摂取、朝食摂取の啓発
・食育ＳＡＴ※ システムを活用したバランスの良い食事指導の実施

全市民

食の確保と低栄養対策
・高齢者教室などでの低栄養や生活習慣病予防についての講話
・食育ＳＡＴシステムを用いた栄養指導を実施
・フレイル及びオーラルフレイル予防のための栄養・歯科保健指導
・栄養指導と合わせた歯科保健指導の実施
・在宅高齢者を支援するための配食サービスの実施

高齢者

・健康教室、健康イベントでオーラルフレイルについて周知・啓発 全市民

食を育む環境づくり
・食生活改善推進員の育成、人材確保
・食育に関する情報を市の広報誌・ホームページ等で提供

全市民

※１ 食生活改善推進員：愛称「ヘルスメイト」と呼ばれ、食を通じた健康づくり活動を全国組織で行っています。

※２ 食育 システム：フードモデルを選んでセンサーに乗せるだけで、栄養価計算とその食事のバランスがチェックできる、

新しい体験型栄養教育システムです。
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・食育ＳＡＴ※ システムを活用したバランスの良い食事指導の実施

全市民

食の確保と低栄養対策
・高齢者教室などでの低栄養や生活習慣病予防についての講話
・食育ＳＡＴシステムを用いた栄養指導を実施
・フレイル及びオーラルフレイル予防のための栄養・歯科保健指導
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年度 実施主体 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

マタニティ教室、離乳食講

習会の開催
こども家庭センター 実施 実施 実施 実施 実施

給食への地場産物の利用、

郷土料理や行事食の提供

子育て支援課

学校教育課
実施 実施 実施 実施 実施
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実施
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農林水産課
農漁村女性グループ

研究会

実施

農家レストラン事業（来場
者数）

農林水産課 実施

菜園活動や収穫物を使っ

た調理実習

子育て支援課

学校教育課
実施 実施 実施 実施 実施

地域子育て支援センターに

おける食育活動

子育て支援課

保健福祉センター
実施 実施 実施 実施 実施

栄養士による栄養教室で

の相談・指導（食育ＳＡＴシ

ステム含む）

保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

生活習慣病予防のための

料理教室

保健福祉センター

食生活改善推進協議会
未実施 実施 実施 実施 実施

配食サービス（利用者数） 長寿支援課 実施

ふれあい活動事業（参加者

延人数）

長寿支援課

社会福祉協議会
実施

歯みがき（ブラッシング）指
導

保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

保育所（園）、小学校など

で集団フッ化物洗口の実
施

保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

啓発活動の実施
（食育・口腔ケア、歯周病が

全身疾患に及ぼす影響、か

かりつけ歯科医の重要性
等）

保健福祉センター 実施 実施 実施 実施 実施

 



④④こここころろのの健健康康

取組・事業 対象者

相談支援体制の充実

・こころの健康、ひきこもり、依存症等について、本人や家族等からの相談対応を

実施

・生活困窮者が抱える多様で複合的な問題について、生活困窮者自立相談支

援事業、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業を実

施

・母子保健事業、育児相談、妊産婦への相談支援を実施

・いじめ、不登校の児童生徒への対応として、教育支援センターふれあい、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置

全市民

生きがいづくり・社会参加促進

・住民同士の支え合い活動の発信や、身近な地域の取組を広げるための地域福

祉フォーラム『関嬉扇』を実施

・あったかふれあいセンターにおいて、高齢者、孤立、ひきこもり、こどもの学習な

どさまざまな課題・ニーズに合わせた集いの場を提供

全市民

・地域の担い手・ボランティアの育成のため、さまざまな講座や体験を通して、新

しい仲間や趣味のきっかけづくりを実施

・高齢者が長年の知識や経験を活かし、健康で生きがいのある生活を送るため

の就労機会を提供しているシルバー人材センターへの支援を実施

高齢者

こころの健康管理（セルフケア）支援

・ストレスチェックの普及のため、『こころの体温計』の広報誌・ホームページへの

掲載、公式ＬＩＮＥ、健康イベント等での周知を実施

全市民

自殺対策

・自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３月）にのぼり旗やパンフレットを用

いた啓発活動を実施

・健康イベントやホームページ、広報誌、ＳＮＳ等で自殺予防に関する正しい知識

の普及、相談窓口の周知を実施

全市民

・ゲートキーパー※養成研修を実施

教職員

学校関係者

相談従事者

・市内中学校でのＳＯＳの出し方に関する教育を実施 中学生

依存症対策

・健康イベントやホームページ、広報誌、ＳＮＳ等でアルコール依存症に関する正し

い知識の普及、適正飲酒の指導、相談窓口の周知を実施

全市民

※ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援

につなげ、見守る）を図ることができる人のことです。
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年度 実施主体 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

妊婦への健康相談や訪問

による支援（延人数）
こども家庭センター 実施

養育支援訪問事業（妊婦

への対応）（延人数）
こども家庭センター 実施

母子保健推進員の妊婦家
庭訪問

こども家庭センター 実施 実施 実施 中止 ―

産前産後サポート事業 こども家庭センター 実施 中止 ― ― ―

産後ケア事業（延人数） こども家庭センター 実施

ペアレントプログラム事業

参加者数（人）
こども家庭センター 中止

育児相談、育児指導

こども家庭センター

子育て支援課

地域子育て支援センター

実施 実施 実施 実施 実施

妊婦届出時の面接（母子
健康手帳交付）（人）

こども家庭センター 実施

精神保健相談の実施（延
人数）

保健福祉センター 実施

精神保健ミニデイケア参加

者数（延人数）
保健福祉センター 実施

ストレスチェックの普及「こ

ころの体温計」アクセス数

（回）
保健福祉センター 実施

ゲートキーパー養成研修受

講者数（人）
学校教育課 実施

ボランティアの育成活動支

援「つぐみアカデミー」参加
者数（人）

社会福祉協議会 実施

地域福祉フォーラム参加者

数（人）

福祉事務所

社会福祉協議会
中止 実施

あったかふれあいセンター

事業延利用回数（回）

福祉事務所

社会福祉協議会
実施

生活困窮者自立支援事業
新規相談件数（件）

福祉事務所
社会福祉協議会

実施

 



（（２２））第第３３期期計計画画のの達達成成状状況況
第３期計画において策定した成果指標の達成状況について、策定時の状況と現状を比較し、それぞれの

指標の評価を行いました。

【評価方法】

分

野
評価指標

策定時数値

（ １年度）

実績値

第３期計画

（ ７年度）

目標数値

現状数値

Ｒ 年度

実績値

評

価

出

典

栄
養

・
食
生
活

・
食
育

朝食を食べる人の割合

小学生
①

中学生

２０歳以上 ②※

よく噛んで食べるこどもの割合 ③

栄養バランスのとれた食事を心がけている市民

の割合

②

塩分の多いものを控える人の割合

誰かと一緒に食事をする市民の割合

健康管理のために食事の量や内容に気を付け

ている人の割合

地元の食材を選ぶよう意識している市民の割合 ０

学校給食における地場産物の割合

（購入金額ベース） ④

学校給食の残食率※

（主食、副食の平均値）

小学校
⑤

中学校

食育体験事業※ の参加者数 人※ 人 ―
⑥

防災学習や防災食の講習会の実施回数 回 回 回

家庭から出るごみの量を減らす工夫をしている

市民の割合 ４ ②

※１ 健康づくりに関するアンケート調査結果では、無回答を除く割合を用いています。（以下同様）

※２ 学校給食の残食について、評価は提供量に対する残食量の割合を用いています。

※３ 食育体験事業は新型コロナウイルス感染症の影響で事業中止となりました。

 

評 価 評 価 方 法

目標値に達した

目標値に達していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化している

把握方法が異なるなど評価が困難
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第３期計画

（ ７年度）

目標数値

現状数値

Ｒ 年度

実績値

評

価

出

典

栄
養

・
食
生
活

・
食
育
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家庭から出るごみの量を減らす工夫をしている
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※２ 学校給食の残食について、評価は提供量に対する残食量の割合を用いています。
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評 価 評 価 方 法

目標値に達した

目標値に達していないが、改善傾向にある

変わらない

悪化している

把握方法が異なるなど評価が困難

分

野
評価指標

策定時数値

（ １年度）

実績値

第３期計画

（ ７年度）

目標数値

現状数値

（ ６年度）

実績値

評

価

出

典

運
動
・身
体
活
動

日頃から運動している人の割合

②
なんらかの地域活動に参加している人の割合

こ
こ
ろ
の
健
康

こころの体温計アクセス数 件 件 件 ⑦

睡眠で休養が充分または、まあまあとれている人

の割合
②

ストレスの対処法を持っている人の割合

自殺死亡者数 人 人 人 ⑧

こころの不調を感じた時に相談できる相談窓口を

知っている人の割合※ ％ ％※

②

ア
ル
コ
ー
ル
対
策

飲酒する人で週１回以上はお酒を飲まない日（休

肝日）をつくっている人の割合
％

た
ば
こ
対
策

習慣的にたばこを吸っている人の

割合

男 性

女 性

歯
・口
腔
の
健
康

定期的（年１回以上）に健診や予防のために歯

科医院を受診する人の割合 ％

かかりつけ歯科医を持つ市民の割合

無料歯科健診の受診者数 人 人 人 ⑥

健
康
管
理

健康づくりに関心の高い市民の割合

②体重を量る市民の割合 １

健康診断をいずれか（市、医療機関、職場など）

で受診している人の割合

※４ 健康づくりに関するアンケート調査の「問 悩みやストレスを感じたときの相談先」で つ以上知っている人の割合

【出典：データ根拠】
① 全国学力・学習状況調査 ② 健康づくりに関するアンケート調査

③ ３歳児健診問診票 ④ 南国市農林水産課資料

⑤ 南国市学校教育課資料 ⑥ 事業実績

⑦ こころの体温計アクセス数 ⑧ 地域自殺実態プロファイル

 



４ 現状から見える課題

本市における主な健康課題を抽出し、課題解決に向けて計画的に取組を推進していきます。

 

●定期的な健（検）診受診、体重測定、血圧測定等、健康づくりのための取組を継続する人

の割合が少ない状況です。体からの不調のサインを見逃し、病気の早期発見・早期治療

が遅れてしまう可能性があります。

●メタボリックシンドロームの該当者が年々増加しています。併せて、定期的に運動している

人の割合が減少しており、今後もさらに該当者、予備軍が増えることが予想されます。

●壮年期の男性は多量飲酒や喫煙をする割合が高くなっています。さらに肥満、高血圧、高

血糖、脂質異常が重複している人が多いことから、生活習慣病を発症したり重症化したり

するリスクが高くなっています。

●「高血圧症性疾患」「糖尿病」「脂質異常症」「腎不全」や糖尿病の関連疾患である「歯

肉炎および歯周疾患」等、生活習慣病に起因する医療費が上位を占めています。

●透析患者の６割が２型糖尿病有病者であることや、要支援・要介護認定者の中で脳梗

塞・虚血性心疾患の有病者が多くなっていること等から、生活習慣病を起因とする障害や

介護により、自立して健康的に過ごすことが困難になっている人が増えています。

●男性の「腎不全」、女性の「心疾患（高血圧症を除く）」「脳血管疾患」における が

国・県平均よりも高くなっています。

健康課題①生活習慣病に関すること健康課題



４ 現状から見える課題

本市における主な健康課題を抽出し、課題解決に向けて計画的に取組を推進していきます。
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人の割合が減少しており、今後もさらに該当者、予備軍が増えることが予想されます。

●壮年期の男性は多量飲酒や喫煙をする割合が高くなっています。さらに肥満、高血圧、高

血糖、脂質異常が重複している人が多いことから、生活習慣病を発症したり重症化したり

するリスクが高くなっています。

●「高血圧症性疾患」「糖尿病」「脂質異常症」「腎不全」や糖尿病の関連疾患である「歯

肉炎および歯周疾患」等、生活習慣病に起因する医療費が上位を占めています。

●透析患者の６割が２型糖尿病有病者であることや、要支援・要介護認定者の中で脳梗

塞・虚血性心疾患の有病者が多くなっていること等から、生活習慣病を起因とする障害や

介護により、自立して健康的に過ごすことが困難になっている人が増えています。

●男性の「腎不全」、女性の「心疾患（高血圧症を除く）」「脳血管疾患」における が

国・県平均よりも高くなっています。

健康課題①生活習慣病に関すること健康課題

 

●なんらかの地域活動に参加している人の割合は低下しており、年齢が高いほど参加して

いる割合は高く、学生や２０、３０歳代といった若年層では参加している割合が低くなってい

ます。

●新型コロナウイルス感染症拡大以降、通いの場の活動や地域行事等が縮小や中止となっ

たり、高齢化によって活動の世話役や参加者が減少したりすることにより、地域活動自体

が衰退化しています。

●健康づくりに関心のある人の割合が令和元年度と比べると減少しています。特に健康に

課題を抱えている方や子育て世代、働き世代で低くなっていることから、これら無関心層に

行動変容を促す取組が必要です。

●たばこを吸ったことがない人が５８ ７％と過半数を占めており、特に若い世代では喫煙が

身近でなくなっている一方、喫煙や受動喫煙、加熱式たばこ等に関する正しい情報が伝

わっていない可能性があります。

健康課題②地域活動・健康づくりに関すること健康課題②



 

●朝食を毎日食べる、よく噛んで食べるこどもの割合が前回調査よりも減っています。若い

世代の欠食率が高いため、家庭における朝食の習慣も影響していると考えられます。

●食育への関心や地産地消への意識が低くなっています。食環境が豊かになった一方、家

族構成やライフスタイルの変化などにより、食を大切にする気持ちが薄れつつあると考え

られます。

●普段の食事において栄養バランスを意識する人や塩分の多いものを控える人の割合が

減っています。一定数、これらへの関心があると回答もありますが、高血圧や糖尿病、脂質

異常症など生活習慣病の割合が高くなっていることから、実生活における実践が不十分

と考えられます。

●誰かと一緒に食事をする市民の割合が減っており、背景に独居高齢者の孤食がうかがえ

ます。独居高齢者の世帯では食事内容が単調になりやすく、低栄養へつながるリスクがあ

ると考えられます。

●３歳児健診、小学校および中学校の歯科健診において、むし歯のある者は減少しています

が、一部ではたくさんむし歯のある者がいる状況です。日常的な口腔ケアや食生活は、成

長過程で形成されると定着しやすくなるため、子どもの頃からの習慣づけが大切であると

考えられます。

●歯の本数が「２３本以下」の者は２３ ０％を占めています。また、年齢が高くなるにつれて、

歯の本数が「２４本以上」の人の割合は減少する傾向がみられます。これらの状況は、口

腔機能の低下や食生活の乱れにつながるおそれがあります。

健康課題③食と口腔に関すること健康課題③



 

●朝食を毎日食べる、よく噛んで食べるこどもの割合が前回調査よりも減っています。若い

世代の欠食率が高いため、家庭における朝食の習慣も影響していると考えられます。

●食育への関心や地産地消への意識が低くなっています。食環境が豊かになった一方、家

族構成やライフスタイルの変化などにより、食を大切にする気持ちが薄れつつあると考え

られます。

●普段の食事において栄養バランスを意識する人や塩分の多いものを控える人の割合が

減っています。一定数、これらへの関心があると回答もありますが、高血圧や糖尿病、脂質

異常症など生活習慣病の割合が高くなっていることから、実生活における実践が不十分

と考えられます。

●誰かと一緒に食事をする市民の割合が減っており、背景に独居高齢者の孤食がうかがえ

ます。独居高齢者の世帯では食事内容が単調になりやすく、低栄養へつながるリスクがあ

ると考えられます。

●３歳児健診、小学校および中学校の歯科健診において、むし歯のある者は減少しています

が、一部ではたくさんむし歯のある者がいる状況です。日常的な口腔ケアや食生活は、成

長過程で形成されると定着しやすくなるため、子どもの頃からの習慣づけが大切であると

考えられます。

●歯の本数が「２３本以下」の者は２３ ０％を占めています。また、年齢が高くなるにつれて、

歯の本数が「２４本以上」の人の割合は減少する傾向がみられます。これらの状況は、口

腔機能の低下や食生活の乱れにつながるおそれがあります。

健康課題③食と口腔に関すること健康課題③

 
●令和元年から令和５年における自殺死亡率（人口１０万人対）は、女性より男性が高く、特

に男性の３０歳代、女性の８０歳以上の割合が、県・全国と比較して突出しています。また、

男性の２０歳未満も全国と比較して多くなっています。全国的には自殺者数は減少傾向に

ありますが、こどもの自殺者数は増加傾向で、令和６年に過去最多となっており、生きづら

さを抱えているこどもが増加していることが考えられます。

●３０～５０歳代では、悩みやストレスをいつも感じている人・ストレスを解消できていない人

の割合が高く、特に３０歳代では休養不足、悩みや不安を紛らわせるための飲酒が他の

世代よりも多い傾向があり、自殺の原因に多く見られる、うつ病や依存症などの健康問題

や経済・生活問題など複合的な課題を抱えていると考えられます。

●２０～３０歳代の約５人に１人が、うつ病を「精神的な弱さ」「甘え」と捉え、２０歳代の半数

以上がうつ病の人を励ましてはいけないという設問に「いいえ」「わからない」と回答して

います。また、７０歳代以上は「わからない」と回答した項目が多く、うつ病の症状や適切な

関わり方への理解が十分とはいえません。

●自殺のサインに早期に気づき、声かけやつなぎを行うゲートキーパーや、相談先となる公

的機関の認知度が低く、必要な支援につながらないまま孤立を深める可能性があります。

健康課題④こころの健康に関すること健康課題④こころの健康



第３章 第４期健康増進計画のめざす方向

１ 健康づくりの考え方

（１）ヘルスプロモーションの推進
「健康」とは、本来一人ひとりが主体的に取り組むものです。一人ひとりが健康意識を高め、健康をコント

ロールし改善する力を身につけるための取組（自助）を行うとともに、家庭や地域（共助・互助）と自治体な

ど（公助）社会全体でその取組を支援するための環境づくり（ヘルスプロモーション※）を推進していきます。

【自助】

一人ひとりでできること

健康づくりや食育を推進するために、一人ひとりが自分でできることは何
かを考え、毎日の生活の中で行動に移していく取組です。
行動主体は「個人」です。

【共助】

家族や友人、地域でできること

南国市で生活するすべての人が健康づくりや食育推進の担い手であると
いうことを自覚し、お互いに声を掛け合い、協力し合う“地域力”（＝サポー
トすること）が重要です。
家族や友人、隣近所の支え合いをはじめ、民生委員・児童委員、健康づく
り団体等のボランティア組織との連携を深め、ともに支え合い助け合うこ
とで地域の問題を解決していく取組です。

【公助】

行政（南国市）ができること

一人ひとりの取組や、家族・地域の取組を行政が支援すること（環境を整
備し、個人の一歩を後押しすること）で、こころを含めた健康づくりや食育
を推進しやすい環境づくりに努めます。

※ヘルスプロモーション：世界保健機構（ ）が提唱している、「人々の健康を保持・増進するためには、個人の努力だけでなく、

あらゆる分野の政策に健康という観点を取り入れること、健康を支える環境を整備すること、健康政策の

意思決定に住民が参画すること等が必要である。」という考え方。

（２）ＳＤＧｓ※の推進
国際目標である「持続可能な開発目標（ ｓ）」では、保健分野の取組目標として「すべての人に健康

と福祉を」が設定されています。本計画に関連する取組目標として、「質の高い教育をみんなに」や「ジェン

ダー平等を実現しよう」、「住み続けられるまちづくりを」、「パートナーシップで目標を達成しよう」等があり

ます。本計画において、これらの目標を念頭に置きつつ、市民の健康づくりの取組を推進していきます。

【本計画で特に関連する取組目標】

※ （持続可能な開発目標）：「 」の略。 年までに達成すべき世界共通の目標です。

年９月の国連サミットで採択した、 のゴールと のターゲットから構成されています。

経済発展だけでなく、環境や社会が抱える問題にバランスよく取り組み、根本的な解決によって

世界を持続させることをめざしています。また、世代を超えたすべての国、すべての地域の人々が、

誰一人取り残されることなく、尊重される社会をめざしています。

住民、地域、行政の各機関や関係団体等

の協働で心身の健康づくりを推進します。

支え合い、助け合いによる健康づくりを通

し、安心してくらせるまちづくりに努めます。

性別にかかわらず、こころや身体の健康

について取り組みます。

各種講座や食育の取組を通じて、健康増

進に関わる教育を推進します。

すべての住民が健康的な生活を確保できる

よう、住民の健康状態の維持や向上に取り

組みます。
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１ 健康づくりの考え方

（１）ヘルスプロモーションの推進
「健康」とは、本来一人ひとりが主体的に取り組むものです。一人ひとりが健康意識を高め、健康をコント

ロールし改善する力を身につけるための取組（自助）を行うとともに、家庭や地域（共助・互助）と自治体な

ど（公助）社会全体でその取組を支援するための環境づくり（ヘルスプロモーション※）を推進していきます。

【自助】

一人ひとりでできること

健康づくりや食育を推進するために、一人ひとりが自分でできることは何
かを考え、毎日の生活の中で行動に移していく取組です。
行動主体は「個人」です。

【共助】

家族や友人、地域でできること

南国市で生活するすべての人が健康づくりや食育推進の担い手であると
いうことを自覚し、お互いに声を掛け合い、協力し合う“地域力”（＝サポー
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とで地域の問題を解決していく取組です。

【公助】

行政（南国市）ができること

一人ひとりの取組や、家族・地域の取組を行政が支援すること（環境を整
備し、個人の一歩を後押しすること）で、こころを含めた健康づくりや食育
を推進しやすい環境づくりに努めます。

※ヘルスプロモーション：世界保健機構（ ）が提唱している、「人々の健康を保持・増進するためには、個人の努力だけでなく、

あらゆる分野の政策に健康という観点を取り入れること、健康を支える環境を整備すること、健康政策の

意思決定に住民が参画すること等が必要である。」という考え方。

（２）ＳＤＧｓ※の推進
国際目標である「持続可能な開発目標（ ｓ）」では、保健分野の取組目標として「すべての人に健康

と福祉を」が設定されています。本計画に関連する取組目標として、「質の高い教育をみんなに」や「ジェン

ダー平等を実現しよう」、「住み続けられるまちづくりを」、「パートナーシップで目標を達成しよう」等があり

ます。本計画において、これらの目標を念頭に置きつつ、市民の健康づくりの取組を推進していきます。

【本計画で特に関連する取組目標】

※ （持続可能な開発目標）：「 」の略。 年までに達成すべき世界共通の目標です。

年９月の国連サミットで採択した、 のゴールと のターゲットから構成されています。

経済発展だけでなく、環境や社会が抱える問題にバランスよく取り組み、根本的な解決によって

世界を持続させることをめざしています。また、世代を超えたすべての国、すべての地域の人々が、

誰一人取り残されることなく、尊重される社会をめざしています。

住民、地域、行政の各機関や関係団体等

の協働で心身の健康づくりを推進します。

支え合い、助け合いによる健康づくりを通

し、安心してくらせるまちづくりに努めます。

性別にかかわらず、こころや身体の健康

について取り組みます。

各種講座や食育の取組を通じて、健康増

進に関わる教育を推進します。

すべての住民が健康的な生活を確保できる

よう、住民の健康状態の維持や向上に取り

組みます。

２ 基本目標・めざす健康なまちの姿・重点目標

第４期計画においても「健康寿命を延ばそう」を基本目標とし、本市における主な健康課題から４つの重

点目標を掲げました。目標ごとに定めた取組を市民（個人）、地域、行政が一体となって推進することで、

「めざす健康なまちの姿」の実現に向け、市民一人ひとりが生涯を通して主体的に自分らしく過ごすことが

できるよう健康づくりを後押ししていきます。

（１）基本目標（基本理念）

（２）めざす健康なまちの姿※

おいしく、楽しく、なんでも食べられる

気軽に、手軽に、続けて元気

一歩踏み出す勇気を持てる

病気にならずに元気でいられる

自分の健康は自分でつくる

自分らしく輝いて生きていける

よく眠れ、気持ちよく目覚める

楽しく、おいしく、お酒が飲める

仲間との出愛♡ふれ愛♡語り愛♡

思いやりを持ち、明るく、楽しく、いつも前向きに

たばこは吸わない、吸わせないようにしよう

笑って、笑って、笑う門には福が来る～生活にさわやかな笑いを～

※めざす健康なまちの姿：「第１期健康なんこく 計画きらり」における目標。計画策定にあたり開催された健康づくり市民会

議において決定したもので、市の健康増進計画における健康づくりの基本的な方針となっています。

 



（（ ））重重点点目目標標
①①生生活活習習慣慣病病のの発発症症予予防防とと重重症症化化予予防防

生活習慣病は、食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など生活習慣が発症や進行に関係する疾患で、

がん（悪性新生物）、心疾患（狭心症や心筋梗塞など）、脳血管疾患（脳梗塞やくも膜下出血など）な

どの病気が含まれます。生活習慣を整えることで予防できるため、定期的な健（検）診受診や生活習

慣の改善を促し、発症予防に努めます。また、病気の早期治療や重症化を防ぐための取組を行い、健

康寿命の延伸をめざします。

②②地地域域でで取取りり組組むむ健健康康づづくくりりのの推推進進

性別や年齢、居住地域にかかわらず、誰もが健康情報や支援が受けられ、日常生活の中で自然に

健康行動がとれる体制を整えます。また住民の孤立や孤独を防ぎ、社会参画を通じて健康を維持する

ことができる取組を地域コミュニティや民間団体等と連携して行い、地域から健康づくりを進めていき

ます。

③③健健全全なな食食生生活活とと口口腔腔衛衛生生のの実実践践

こどもから高齢者まで一生を通じた健全な食生活と口腔ケアは心身の健康維持に不可欠です。全

世代に向けた食育、歯科保健指導を実践し、市民の健康寿命を延ばします。

④④生生ききるるここととのの包包括括的的なな支支援援「「こここころろのの健健康康づづくくりりのの推推進進」」

自殺は個人の問題ではなく、社会的な問題であるという基本認識のもと、多角的に支援を行います。

こころの健康づくりは単なる精神疾患の予防にとどまらず、一人ひとりが自分らしくいきいきと暮らすこ

とができる「ウェルビーイング（精神的、身体的、社会的に良好な状態）」の実現をめざします。
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第４章 現状と課題をふまえた具体的な取組

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防

（１）課題
・健（検）診受診や血圧測定など、健康状態のセルフチェックが十分に定着しておらず、病気の早期発見、

早期治療が遅れている

・健診結果の正しい理解や自分事として捉えられておらず、医療機関の受診や特定保健指導につながり

にくく、治療や生活習慣の改善に結びつかない

・喫煙や多量飲酒、運動不足など、望ましくない生活習慣が重症化リスクを高めている

・歯周疾患検診及び歯科施設健診受診者が少なく、受診者も固定化されている

（２）今後の取組方針
健（検）診の受診勧奨や、検査結果に基づく適切な保健指導を実施したり、健康や生活習慣病などに対

する正しい情報を効率的・効果的に発信することで、市民が健康に関する意識を高める機会を創出します。

（３）めざす姿

●自分の健康状態を知り、早期に行動できる

（４）具体的な取組

個人での取組

健康的な生活習慣を身につける

生活習慣病について正しく理解する

血圧・体重測定を習慣化することを通して、自身の健康に関心をもち、セ
ルフケア能力を高める

不調を感じたら、早めに対処する

年１回、各種健（検）診を受ける

健（検）診結果を確認し、生活習慣の見直しや改善につなげる

基準値を超えた項目があれば、保健師やかかりつけの医療機関に相談・
受診する

治療中は医師の服薬指示を守り、病状をコントロールする
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地域での取組
毎年続けて健（検）診を受けるよう声をかけあう

健康管理のため、体重や血圧を測定するよう呼びかける

血圧が高い人や治療中断をしている人に医療機関への受診を促す

禁煙や適切な飲酒量にするよう声をかけあう

地域で誘い合って、運動する機会をつくる

日頃から声をかけあい、お互いの体調を気遣い合える関係性をつくる

南国市の取組 実施主体

①健（検）診受診率の向上 集団健（検）診を実施する

保健福祉センター

市民課

市民のニーズに沿った健（検）診受診機会の提供
（休日実施等）を行う
健（検）診を継続して受けるよう市の広報誌や個別
通知、ホームページ等で受診勧奨を行う

②要精密検査対策、特定
保健指導

特定保健指導を実施する

保健福祉センター

市民課
長寿支援課
地域包括支援センター

要医療者、未受診者に対する医療機関への受診
勧奨を行う
合併症や将来のリスクについて正しい情報を提示
する
コントロール不良者や医療中断者への保健指導を
行う
医療機関との連携を図る

③歯科健（検）診受診率の
向上

歯科健（検）診を実施する
保健福祉センター

歯科施設健診について、関係団体との協議を行う
④健康意識の向上 生活習慣病に関する周知・啓発を行う

保健福祉センター
各種健康相談を行う
血圧計・塩分測定器貸出を行う
各種イベント（きらりフェア等）を開催する

代謝アップ体操の普及・啓発を行う
市民課

保健福祉センター

まほろばクラブ南国

健康ポイント事業を行う

保健福祉センター

長寿支援課

社会福祉協議会

地域包括支援センター

たばこや多量飲酒が及ぼす健康被害について、普
及啓発を行う

保健福祉センター

こども家庭センター

学校教育課

 



（（５５））評評価価指指標標

重点

目標

分
野 評価指標

策定時数値

（ ６年度）

実績値

第４期計画

１３年度

中間目標値

第４期計画

１９年度

目標値

出
典

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
と
重
症
化
予
防

運
動
・身
体
活
動

１回３０分以上の運動を週２
回以上、１年以上実施してい
る人の割合
（運動習慣者）

～ 歳
参考：
分以上

の運動をし
ている人は

％

％ ％

①

歳以上 ％ ％

日常生活における歩数
～ 歳 ― 歩 歩

①
歳以上 ― 歩 歩

健
康

歯
・口
腔
の

定期的（年１回以上）に健診や予防のため
に歯科医院を受診する人の割合

％ ％ ％ ①

かかりつけ歯科医をもつ市民の割合 ％ ％ ％ ①

無料歯科健診を受診する人の割合 ％ ％ ％ ①

補助清掃用具を使用する人の割合 ％ ％ ％ ①

健
康
管
理

健康診断をいずれか（市・医療機関・職場
など）で受診している人の割合

％ ％ ％ ①

がん検診受診率

肺がん ％ ％ ％

①

胃がん ％ ％ ％

大腸がん ％ ％ ％

乳がん ％ ％ ％

子宮頸がん ％ ％ ％

適正体重でない人の割合（ＢＭＩが２５以上
の人）

％ ％ ％未満 ①

特定保健指導実施率（終了率） 国保 ％ ％ ％以上 ②

要医療者への保健指導実施率 国保 ％ ％ ％ ③

正しい血圧の目安を知る人の割合
（家庭血圧： ｍｍＨｇ未満）

― ％ ％ ①

血圧・体重を測定している人の
割合

血圧 ％ ％ ％
①

体重 ％ ％ ％

休肝日がある人の割合 ①

多量飲酒（純アルコール６０ｇ以上）の割合 ①

習慣的にたばこを吸っている
人の割合

男性 ％ ％ ％
①

女性 ％ ％ ％

受動喫煙の機会（家庭・職場・
飲食店）を有する人の割合

家庭 ― ％以下 ％以下

①職場 ― ％以下 ％以下

飲食店 ― ％以下 ％以下

【出典：データ根拠】
① 健康づくりに関するアンケート調査 ② 法定報告

③ 事業実績 ④ 全国学力・学習状況調査

⑤ ３歳児健診問診票 ⑥ 学校教育課資料

⑦ 地域自殺実態プロファイル
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地域で取り組む健康づくりの推進

（１）課題
・地域活動を支える担い手が高齢化で減少したり、地域社会や人間関係のつながりが希薄化したりして

おり、地域活動の継続が困難になっている

・健康づくりに関心のある人が減少しており、特にアプローチをしたい壮年期世代は健康イベントへの参

加につながりにくい

・正しい情報の周知啓発が不十分であり、喫煙や受動喫煙、予防接種などに関する誤った認識が生じて

いる

・献血への関心が薄く、特に若年層の協力者が減少しており将来の血液不足が懸念される

（２）今後の取組方針
健康に特化したイベントに限らず、なんらかの社会活動に参加し、他者と交流することを通して豊かなここ

ろや身体を醸成し、市民一人ひとりの健康増進につなげます。また、地域活動に積極的に関わり、健康増進

に係る情報発信やイベント等を一緒に行うことで、地域全体の健康づくりを後押ししていきます。

（３）めざす姿

●社会活動に参加し、人とのつながりをもつ

（４）具体的な取組

個人での取組

近所や地域の方との交流を積極的に行う

年に数回は地域の社会活動（ボランティア、地域行事他）に参加する

広報誌や市のホームページなどで各種教室、イベント等の情報を得て参
加する

喫煙と受動喫煙が及ぼす健康への影響について知る

禁煙する意識をもつ

こどもや妊産婦は絶対に喫煙しない

喫煙者はこどもや妊産婦のそばで喫煙しない

健康に関する正しい知識を身につける

 



地域での取組
あいさつをする

地域の集いなどに誘い合って参加する

地域の集いは必ず敷地内禁煙を守る

健康に関する勉強会や催しを企画する

地域でのイベント等で健康に関する情報提供を行う

他地区の地域コミュニティの活動状況を知る、情報共有を行う

南国市の取組 実施主体

①地域で支え合う健康づく
り

既存の地域コミュニティを知り、その活動を支援し、
地域の社会活動に参加する住民を増やす

保健福祉センター健康文化都市づくり推進委員を対象とした研修や
勉強会を行う
地域の健康づくりを担う若者の人材確保に努める
公民館等サークル活動の実施を行う 生涯学習課

②生きがいづくりと社会参
加の推進 各種教室やサークル、ボランティア活動等の支援、

周知を行い、高齢者の活動の場所を提供する

長寿支援課

生涯学習課
社会福祉協議会
保健福祉センター

フレイルサポーターを育成し、フレイル予防の周知
啓発を行う 長寿支援課

地域包括支援センター認知症サポーターを養成し、認知症や高齢者に対
する理解と地域の見守り体制を整える

③地域資源を活用した健
康づくり

地域行事や観光イベント等で健康づくりの啓発を
行う

保健福祉センター

各種運動教室（貯筋運動等）を開催する 長寿支援課

市民課

生涯学習課

保健福祉センター

まほろばクラブ南国

各種イベント（南国スポーツフェスティバル、ウォー
キング大会、市民体育大会、きらりフェア等）を開催
し、健康に関する情報や運動の機会を提供する

④健康づくりを支援する環
境の整備

喫煙者やその家族に対する禁煙指導を実施する
こども家庭センター

保健福祉センター

喫煙や受動喫煙の危険性に対する啓発活動を行
う

保健福祉センター

学校教育課

公共施設での敷地内禁煙を推進する
保健福祉センター
学校教育課

福祉保健所（県）

献血に関する知識の普及と啓発を行う

保健福祉センター

市内で行う献血への協力を呼びかける
骨髄ドナー支援を行う
予防接種に関する正しい知識の周知や情報提供
を行う
こどもの定期予防接種の接種勧奨を行い、感染症
予防に努める



地域での取組
あいさつをする

地域の集いなどに誘い合って参加する

地域の集いは必ず敷地内禁煙を守る

健康に関する勉強会や催しを企画する

地域でのイベント等で健康に関する情報提供を行う

他地区の地域コミュニティの活動状況を知る、情報共有を行う

南国市の取組 実施主体

①地域で支え合う健康づく
り

既存の地域コミュニティを知り、その活動を支援し、
地域の社会活動に参加する住民を増やす

保健福祉センター健康文化都市づくり推進委員を対象とした研修や
勉強会を行う
地域の健康づくりを担う若者の人材確保に努める
公民館等サークル活動の実施を行う 生涯学習課

②生きがいづくりと社会参
加の推進 各種教室やサークル、ボランティア活動等の支援、

周知を行い、高齢者の活動の場所を提供する

長寿支援課

生涯学習課
社会福祉協議会
保健福祉センター

フレイルサポーターを育成し、フレイル予防の周知
啓発を行う 長寿支援課

地域包括支援センター認知症サポーターを養成し、認知症や高齢者に対
する理解と地域の見守り体制を整える

③地域資源を活用した健
康づくり

地域行事や観光イベント等で健康づくりの啓発を
行う

保健福祉センター

各種運動教室（貯筋運動等）を開催する 長寿支援課

市民課

生涯学習課

保健福祉センター

まほろばクラブ南国

各種イベント（南国スポーツフェスティバル、ウォー
キング大会、市民体育大会、きらりフェア等）を開催
し、健康に関する情報や運動の機会を提供する

④健康づくりを支援する環
境の整備

喫煙者やその家族に対する禁煙指導を実施する
こども家庭センター

保健福祉センター

喫煙や受動喫煙の危険性に対する啓発活動を行
う

保健福祉センター

学校教育課

公共施設での敷地内禁煙を推進する
保健福祉センター
学校教育課

福祉保健所（県）

献血に関する知識の普及と啓発を行う

保健福祉センター

市内で行う献血への協力を呼びかける
骨髄ドナー支援を行う
予防接種に関する正しい知識の周知や情報提供
を行う
こどもの定期予防接種の接種勧奨を行い、感染症
予防に努める

（（５５））評評価価指指標標

重点

目標

分
野 評価指標

策定時数値

（ ６年度）

実績値

第４期計画

１３年度

中間目標値

第４期計画

１９年度

目標値

出
典

地
域
で
取
り
組
む
健
康
づ
く
り
の
推
進

活
・食
育

栄
養
・食
生

地域の集いの場における食に関する出前
講座の実施

実施 実施 実施 ③

健康状態不明者等へのアウトリーチ訪問で
状況把握できた人の割合

％ ％ ％ ③

運
動
・身
体
活
動

地域の集いの場における運動に関する出
前講座の実施

実施 実施 実施 ③

健康イベントの参加人数
（きらりフェア参加者数）

人 人 人 ③

健康文化都市づくり推進委員同士の交流 未実施 実施 実施 ③

なんらかの地域活動に参加している人の割
合

％ ％ ％ ①

の
健
康

歯
・口
腔

地域の集いの場における口腔に関する出
前講座の実施

実施 実施 実施 ③

健康状態不明者等へのアウトリーチ訪問で
状況把握できた人の割合

％ ％ ％ ③

健
康
管
理

地域の集いの場での健（検）診受診勧奨な
ど健康づくりに関する出前講座の実施

実施 実施 実施 ③

普段から近所の人との交流や言葉を交わ
す機会がある人の割合

― ％ ％ ①

健康状態不明者等へのアウトリーチ訪問で
状況把握できた人の割合

％ ％ ％ ③

小・中・高校生を対象とした健康教育の実
施

未実施 実施 実施 ③

【出典：データ根拠】
① 健康づくりに関するアンケート調査 ② 法定報告

③ 事業実績 ④ 全国学力・学習状況調査

⑤ ３歳児健診問診票 ⑥ 学校教育課資料

⑦ 地域自殺実態プロファイル

 



健全な食生活と口腔衛生の実践
（第５次食育推進計画）

（１）課題
・健全な食生活、口腔ケアが定着していない

・家庭環境や保護者の意識の違いにより、口腔衛生の実践状況に差がある

・食育への関心や地産地消への意識が低くなっている

・生活習慣病の予防や改善を意識した食習慣を促す必要がある

・口腔衛生の重要性に対する理解が十分でなく、若年期からの歯周病予防や定期的な歯科受診の定着

が必要

・健康寿命の延伸のための低栄養予防が必要

・口腔機能の低下が食事摂取量や栄養状態に影響を及ぼすことから、低栄養予防と連動した口腔衛生、

口腔機能支援の充実が必要

・ライフステージにおける食や口腔衛生に関する情報が十分に浸透していない

（２）今後の取組方針
食や口腔ケアについて、こどもの頃からの学習や意識づけを通して、正しい食生活や生活環境で健やか

に育つことができるよう、家庭、学校、地域、行政などが一緒に取り組んでいきます。また、こどもだけでなく

大人も食や口腔について学ぶ機会をつくり、正しい知識を得ることで生活習慣を見直すきっかけづくりを行

います。

（３）めざす姿

●食事を大切にし、いきいきと過ごす

●一生自分の歯で食べる

（４）具体的な取組

個人での取組

【こどもの頃からの食育の推進】

毎日、朝食を食べる

主食・主菜・副菜がそろった食事内容にする

食育に関心をもつ、家族や仲間と食事を共にする

食材に興味をもつ

定期的な歯科健診の受診と歯磨き習慣を身につける

【体験型食育】

農作物の栽培や収穫などを体験し、興味をもつ

給食における体験で、地場産品や郷土料理を知り、食事のマナーを身に
つける

食べ残しをしない



健全な食生活と口腔衛生の実践
（第５次食育推進計画）

（１）課題
・健全な食生活、口腔ケアが定着していない

・家庭環境や保護者の意識の違いにより、口腔衛生の実践状況に差がある

・食育への関心や地産地消への意識が低くなっている

・生活習慣病の予防や改善を意識した食習慣を促す必要がある

・口腔衛生の重要性に対する理解が十分でなく、若年期からの歯周病予防や定期的な歯科受診の定着

が必要

・健康寿命の延伸のための低栄養予防が必要

・口腔機能の低下が食事摂取量や栄養状態に影響を及ぼすことから、低栄養予防と連動した口腔衛生、

口腔機能支援の充実が必要

・ライフステージにおける食や口腔衛生に関する情報が十分に浸透していない

（２）今後の取組方針
食や口腔ケアについて、こどもの頃からの学習や意識づけを通して、正しい食生活や生活環境で健やか

に育つことができるよう、家庭、学校、地域、行政などが一緒に取り組んでいきます。また、こどもだけでなく

大人も食や口腔について学ぶ機会をつくり、正しい知識を得ることで生活習慣を見直すきっかけづくりを行

います。

（３）めざす姿

●食事を大切にし、いきいきと過ごす

●一生自分の歯で食べる

（４）具体的な取組

個人での取組

【こどもの頃からの食育の推進】

毎日、朝食を食べる

主食・主菜・副菜がそろった食事内容にする

食育に関心をもつ、家族や仲間と食事を共にする

食材に興味をもつ

定期的な歯科健診の受診と歯磨き習慣を身につける

【体験型食育】

農作物の栽培や収穫などを体験し、興味をもつ

給食における体験で、地場産品や郷土料理を知り、食事のマナーを身に
つける

食べ残しをしない

【生活習慣病予防のための食育】

バランスの良い食事と適切な時間での食事を心がける

ゆっくり食べる

塩分の摂取量を減らし、野菜の摂取量を増やす

市の広報誌やホームページ・ＳＮＳなどで、情報を得る

【食の確保と低栄養対策】

タンパク質を意識して、色々な食材を取り入れた食事をする

食事のあとは必ず歯みがきを行う

定期的に歯科健（検）診を受診する

災害時用の備蓄品を準備し、災害時の調理技術を身につける

地域での取組
食生活改善推進員は、料理教室の実施や、地域のイベントで啓発活動を
行う
量販店に学校給食の献立表を掲示し、買い物時の参考となるよう情報
提供を行う
地域の伝統料理や行事食を次世代に伝える

生産体験活動や料理教室、食事会などの企画・実施に取り組む

地域の集いなどに誘い合って参加する

南国市の取組 実施主体

①こどもの頃からの食育・
口腔衛生

朝食の大切さを啓発する（早ね・早おき・朝ごはん
の推進）

保健福祉センター

学校教育課

子育て支援課

正しい食生活の定着を図る 保健福祉センター

学校教育課

子育て支援課

こども家庭センター

野菜摂取の重要性、食品ロスなどに関する啓発活
動を行う

幼児を対象とした歯みがき（ブラッシング）指導を
行う

保健福祉センター

保育所（園）や小学校でのフッ化物洗口実施を推
進する

保健福祉センター
学校教育課

子育て支援課

②体験型食育 給食メニューやお便りを通した地産地消と郷土食
の伝達を実施する 子育て支援

学校教育課
給食で地場産品や郷土料理を提供する

地場産物への理解を深める機会をつくり、地産地
消を推進する

学校教育課

農林水産課

保健福祉センター



南国市の取組 実施主体

②体験型食育 災害時に備えた家庭における備蓄品や調理方法
について普及・啓発する

食生活改善推進協議会

食育・防育クラブ

学校体験農園農業事業を実施し、農作物の栽培
や収穫などを体験する機会を創出する

学校教育課

農林水産課

高知農業高校

食品ロスに関する情報提供や啓発活動を行う 保健福祉センター

③生活習慣病予防のため
の食育

各種教室を開催し、正しい食生活のための情報提
供や普及を行う

食生活改善推進協議会

保健福祉センター

各種相談、健診結果説明を開催し、必要な情報提
供を行う

保健福祉センター

長寿支援課

④食の確保と低栄養対策 在宅高齢者への配食サービスを実施する 長寿支援課

全市民を対象とした歯科健（検）診を実施する

保健福祉センター
「６０ 運動※」や「８０２０運動※」を推進する

フレイル予防教室を開催する

地域包括支援センター
保健福祉センター

食生活改善推進協議会

長寿支援課

⑤食を育む環境づくり 食生活改善推進員の育成と活動支援

保健福祉センター

食育に関する情報を市の広報誌・ホームページ・Ｓ
ＮＳ等で掲載
災害時に備えた家庭における備蓄品や調理方法
についての周知広報
困難を抱える家庭等への支援体制（食品ロスの取
組） こども家庭センター

地域の子ども食堂等についての情報提供
食の生産者を支援する各種事業 農林水産課 他

※「 運動」と「 運動」：「６０２４運動」は、６０歳で自分の歯を２４本以上、「８０２０運動」は、８０歳になっても２０本以上

の歯を保つことを目標とする国が提唱した運動です。

 



南国市の取組 実施主体

②体験型食育 災害時に備えた家庭における備蓄品や調理方法
について普及・啓発する

食生活改善推進協議会

食育・防育クラブ

学校体験農園農業事業を実施し、農作物の栽培
や収穫などを体験する機会を創出する

学校教育課

農林水産課

高知農業高校

食品ロスに関する情報提供や啓発活動を行う 保健福祉センター

③生活習慣病予防のため
の食育

各種教室を開催し、正しい食生活のための情報提
供や普及を行う

食生活改善推進協議会

保健福祉センター

各種相談、健診結果説明を開催し、必要な情報提
供を行う

保健福祉センター

長寿支援課

④食の確保と低栄養対策 在宅高齢者への配食サービスを実施する 長寿支援課

全市民を対象とした歯科健（検）診を実施する

保健福祉センター
「６０ 運動※」や「８０２０運動※」を推進する

フレイル予防教室を開催する

地域包括支援センター
保健福祉センター

食生活改善推進協議会

長寿支援課

⑤食を育む環境づくり 食生活改善推進員の育成と活動支援

保健福祉センター

食育に関する情報を市の広報誌・ホームページ・Ｓ
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災害時に備えた家庭における備蓄品や調理方法
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地域の子ども食堂等についての情報提供
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（（５５））評評価価指指標標

重点

目標

分
野 評価指標

策定時数値

（ ６年度）

実績値

第４期計画

１３年度

中間目標値

第４期計画

１９年度

目標値

出
典

健
全
な
食
生
活
と
口
腔
衛
生
の
実
践

栄
養
・食
生
活
・食
育

朝食を食べる人の割合

小学生 ％ ％ ％
④

中学生 ％ ％ ％

歳以上 ％ ％ ％ ①

よく噛んで食べる子どもの割合 ％ ％ ％ ⑤

栄養バランスのとれた食事を心がけている
市民の割合

％ ％ ％ ①

塩分の多いものを控える人の割合 ％ ％ ％ ①

誰かと一緒に食事をする市民の割合 ％ ％ ％ ①

健康管理のために食事の量や内容に気を
つけている人の割合

％ ％ ％ ①

地元の食材を選ぶようにしている市民の割
合

％ ％ ％ ①

学校給食における地場産物※の割合（購入
金額ベース）

％ ％ ％ ⑥

学校給食の残食率（主食、副
食の平均値）

小学校 ％ ％ ％
⑥

中学校 ％ ％ ％

食生活改善推進員や食育・防育クラブによ
る食育講座の実施

回 回 回 ③

体験型食育の実施 回 回 回 ③

防災学習や防災食の講習会の実施回数 回 回 回 ③

家庭から出るごみの量を減らす工夫をして
いる市民の割合

％ ％ ％ ①

歯
・口
腔
の
健
康

う歯罹患者の割合

３歳４か月 ％ ％ ％ ③

小学生 ％ ％ ％ ①

中学生 ％ ％ ％ ①

保育所（園）、小学校でのフッ化物洗口の
実施率

％ ％ ③

※地場産物：県内産

【出典：データ根拠】
① 健康づくりに関するアンケート調査 ② 法定報告

③ 事業実績 ④ 全国学力・学習状況調査

⑤ ３歳児健診問診票 ⑥ 学校教育課資料

⑦ 地域自殺実態プロファイル

 



生きることの包括的な支援「こころの健康づくりの推進」
（自殺対策計画 ）

（１）課題
・県、全国と比較して自殺率が増加傾向にある

・県、全国と比較して働き世代と高齢者の自殺率が高くなっている

・全国的に、こども・若者の自殺が深刻な問題となっている

・うつ病やメンタルヘルスに関する理解が十分に浸透していない

・ゲートキーパーや相談先の認知度が低い

・生活困窮者は複合的な課題を抱えている

（２）今後の取組方針
メンタルヘルスにおける正しい知識の向上を図るため、普及啓発や各世代にアプローチした健康教育

を実施していきます。また、悩みや不調を早期に把握し、相談・支援につながる体制の充実や、関係機関

と連携した包括的な支援を推進します。

（３）めざす姿

●誰一人、生きていくことを諦めない

（４）具体的な取組

個人での取組
メンタルヘルスに関心をもち、自身のメンタル不調のサインに気づく

うつ病や依存症など、精神疾患について正しい理解を身につける

ストレスをためないための工夫を取り入れる

お酒以外のストレス解消の選択肢を増やす

質の良い睡眠をとるための環境を整える

悩みや不安を周囲の人や支援機関に相談する

地域での取組
民生委員や自治会組織がゲートキーパー養成研修等を受講しメンタル
ヘルスに関する正しい知識を身につける
身近な人のしんどさに気づいたとき、適切な対処行動をとる
地域や団体で、休養や睡眠の大切さ、メディアとのつきあい方を話題に
し、正しい情報を提供する
いざというとき、話しやすい関係づくり構築のため、日頃からあいさつや声
を掛けあう
こどもや高齢者、生きづらさを抱えた人などが、困ったときに助けあう地域
づくりを進める
事業所はストレスチェックの実施やこころの健康について理解を深め、配
慮できる環境づくりを進める
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南国市の取組 実施主体

①相談支援体制の充実
妊産婦、子育て世帯への相談支援体制の充実を
図る

保健福祉センター
こども家庭センター
子育て支援課
学校教育課

精神保健に関する相談支援体制の充実を図る
保健福祉センター精神科病院と連携した受診しやすい環境をつくる

関係機関との連携を強化する
地域の関係機関と自立支援協議会やネットワーク
連絡会議等で関係性を構築し、現状や課題を共
有する

福祉事務所
社会福祉協議会

生活困窮者自立支援事業を展開する
教育支援センターふれあいや校内サポートルーム
を設置する

学校教育課
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカ
ーを設置する

②生きがいづくり・社会参
加促進

精神疾患を抱える方の孤立を防ぐため、精神障が
い者ミニデイケアの開催に加え、集いサロンを展開
する

保健福祉センター

あったかふれあいセンター事業を展開する
福祉事務所
社会福祉協議会

高齢者の生きがいづくりの支援やサークル活動を
支援する

社会福祉協議会
長寿支援課

シルバー人材センターを支援する 長寿支援課

地域フォーラムなど、各種イベントを開催する

福祉事務所
社会福祉協議会
長寿支援課
生涯学習課
保健福祉センター

③こころの健康管理（セル
フケア）支援

メンタルヘルスに関する普及啓発（きらりフェア等イ
ベント参加）を実施する

保健福祉センター
小中高生や事業所を対象にしたこころの健康教育
を実施する

④自殺対策 自殺予防やゲートキーパーに関する情報を広報誌
やホームページ、ＳＮＳ等で啓発する

保健福祉センター
小中高生や事業所を対象にした自殺予防に関す
る健康教育を実施する
教職員・学校関係者だけでなく、市職員、自治会組
織なども対象にしたゲートキーパー養成研修を実
施する

保健福祉センター
学校教育課

小中高生を対象にしたＳＯＳの出し方に関する教育
を実施する

 



南国市の取組 実施主体

⑤依存症対策 断酒会などの自助グループや関係機関と連携し、
相談窓口の周知及び相談体制の充実を図る

保健福祉センター
メンタルヘルスに関する普及啓発（きらりフェア等イ
ベント参加、のぼり旗）を実施する
依存症に関する情報を広報誌やホームページ、ＳＮ
Ｓ等で啓発する

（５）評価指標

重点

目標

分
野 評価指標

策定時数値

（ ６年度）

実績値

第４期計画

１３年度

中間目標値

第４期計画

１９年度

目標値

出
典

「
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
の
推
進
」

生
き
る
こ
と
の
包
括
的
な
支
援

こ
こ
ろ
の
健
康

睡眠で休養が充分または、まあまあとれて
いる人の割合

①

ストレス対処法をもっている人の割合 ％ ％ ％ ①

うつ病は精神的な弱さが原因であるについ
て「いいえ」と答える人の割合

％ ％ ％ ①

こころの不調を感じた時に相談できる相談
窓口を知っている人の割合

％ ①

３０代の飲酒について、悩みや不安を忘れ
るために飲む人の割合

％ ％ ％ ①

休肝日がある人の割合 ①

多量飲酒（純アルコール６ ｇ以上）の割合 ①

ゲートキーパーについて聞いたことがある
人の割合

％ ％ ％ ①

自殺死亡者数 人 人 人 ⑦

ゲートキーパー養成研修の受講者数 人 人 人 ③

ＳＯＳの出し方に関する教育の実施
対象：市内小中高校

校 校 校 ③

こころの健康教育の実施 未実施 回 回 ③

【出典：データ根拠】
① 健康づくりに関するアンケート調査 ② 法定報告

③ 事業実績 ④ 全国学力・学習状況調査

⑤ ３歳児健診問診票 ⑥ 学校教育課資料

⑦ 地域自殺実態プロファイル
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第５章 生涯を通じた世代ごとの健康づくり

１ こども期

■めざす姿
①基本的な生活習慣を身につける

【期待する効果】

・生活リズムを整え、身体とこころの基礎をつくる

・基礎体力を養い、活動が積極的になる

・集中力を養い、物事に関心をもって意欲的に取り組む

・健康に関心をもち、自ら健康づくりを行う力を身につける

②自身の体験や他者とのコミュニケーションを大切にし、メディアと上手につきあう力をつける

【期待する効果】

・メディアの長時間使用による睡眠不足、運動時間の減少、その他健康被害を防ぐ

・さまざまな体験でコミュニケーション力や社会性を身につける

・感情や気持ちのコントロールができる力を身につける

・成功体験を積み重ねることで自己効力感や自己肯定感を高める

③外遊びを中心に身体を動かす

【期待する効果】

・身体機能と体力の向上が可能となる

・運動習慣が身につく

・生涯にわたる身体の基礎つくりができる

・メンタルヘルスの向上につながる

■重点取組
こどもの頃からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康に大きく影響を与えます。日々の生活の

中で、正しい生活習慣を身につけるため「早ね・早おき・朝ごはん」などの取組を推進していきます。また、メ

ディアからの情報だけでなく、地域でのふれあい（実体験）を大切に、健やかな心身の成長をめざします。

●毎日決まった時間に起きて、朝ごはんを食べる

●好き嫌いせず、よく噛んで食べる

●食育イベントに参加する

●メディアの利用は、時間を決めて行う

●日頃より、外遊びや運動を行う

●夜はしっかり寝て、心身を休ませる

●困った時に周囲にＳＯＳを発信する

●命の大切さを学ぶ

●地域行事へ参加し、家族以外の人と関わる機会をもつ

●食事のあとは毎回歯みがきをする

●小学校中学年までは、大人が仕上げみがきを必ず行う



●料理教室や地域の食育イベントで、朝ごはん摂取の重要性を呼びかけ

る

●地域で食育や実体験ができる機会をつくり、参加を呼びかける

●楽しみながら身体を動かすイベント等、運動するきっかけづくりを行う

●ノーメディアデーや活動デー（運動をする日）等をつくって、地域全体で

取り組む

●定期的な歯科受診やよく噛んで食べることの大切さについて呼びかけ

る

●こどもの遊びを見守り、気軽に声をかけられる地域づくりに努める

●「早ね・早おき・朝ごはん」を通じて、生活リズムの大切さを保育所

（園）・幼稚園、学校で啓発をする

●メディアとの上手なつきあい方について、妊娠期から保護者に啓発する

●正しい歯みがきの方法や噛むことの大切さを、保護者に啓発する

●保育所（園）や学校での歯科保健指導やフッ化物洗口を推進する

●無料歯科健診の受診勧奨をする

●正しい食習慣や郷土食について、食生活改善推進員やボランティアと

協力し、啓発や体験の機会を提供する

●運動の大切さや楽しさを伝えるとともに、身体を動かす機会を提供する

●親子や家族で楽しめるイベント等を実施する

●健康教育で、命の大切さやＳＯＳの発信の仕方を啓発する

■評価指標
こどものめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ ）

朝食を毎日食べる人
小学生 ％ ％ ％ 全国学力・

学習状況調査中学生 ％ ％ ％

睡眠時間９時間未満のこども 小学５年生
男子 ％ ％ ％

全国体格・体
力・運動能力・
生活実態調査

女子 ％ ％ ％

睡眠時間８時間未満のこども 中学２年生
男子 ％ ％ ％

女子 ％ ％ ％

平日のメディア利用時間が２時間未
満のこども

小学５年生
男子 ％ ％ ％

女子 ％ ％ ％

中学２年生
男子 ％ ％ ％

女子 ％ ％ ％

う歯罹患者の割合

３歳４か月 ％ ％ ％
乳幼児健診
結果

小学生 ％ ％ ％ 学校歯科健診
結果中学生 ％ ％ ％
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２ 成人期

■めざす姿
①自分の身体やこころの状況について振り返ることができる

【期待する効果】

・自分の身体やこころの健康状態を把握し、生活習慣を見直すきっかけづくりとなる

・病気の早期発見、早期治療につながる

②人とのつながりの大切さを知り、声をかけあう

【期待する効果】

・孤立、閉じこもりを防ぐ

・人とのつながりを感じ、住み慣れた地域で豊かに過ごすことができる

③自分に合った運動習慣を身につける

【期待する効果】

・生活習慣病の発症、重症化を予防できる

・適度に身体を動かすことで、気分転換やストレス解消につながる

・身体機能の向上と心肺機能の維持ができる

■重点取組
成人期は、就労や子育て・介護などのために、自分自身の健康づくりや休養のための時間が十分に確保

できないことが考えられます。多様なストレスを抱えることで、心身の健康状態に大きく影響がある場合もあ

ります。自分自身と向き合い、生活習慣の振り返りや改善、こころの健康に目を向ける手助けとなるような取

組を推進します。また、関係機関などと連携しながら、良好な健康状態を維持するための環境整備に取り組

みます。

●毎日体重や血圧を計測する

●必ず年１回は健康診査と歯科健（検）診を受ける

●健（検）診結果を確認し、必要な時は医療機関を受診する

●食事は栄養のバランスを考えた食事と腹八分目を心がける

●あいさつを積極的に行ったり、サークルやイベントに参加したりすること

で、地域の人と交流する機会をもつ

●積極的に身体を動かす

●睡眠時間を確保し、心身の休養に努める

●健康アプリ等を活用し、健康づくりに取り組む

●禁煙外来などを利用して、禁煙する

●飲酒は適切な量とし、休肝日をつくる

●体調などを気遣い、仲間や近所で健（検）診を勧める

●地域や団体で集まる機会に、休養やこころの健康について話し合う

●こどもや高齢者など他世代の人と交流がもてる機会を増やす

●職場で相談しやすい体制をつくり、こころの健康について理解を深める

●楽しく運動を継続できるようなイベントを企画する

●喫煙や多量飲酒が及ぼす健康被害について周知する



●生活習慣病予防と病気の早期発見のため、健康診査やがん検診、歯科

健（検）診の受診勧奨に努める

●特定保健指導などで、生活習慣改善への支援を行い、生活習慣病の発

症・重症化予防に努める

●健康診査では、セット健診の実施や、Ｗｅｂ予約システムの稼働、特定保

健指導ではＩＣＴを活用して利便性の向上に努める

●広報誌やホームページなどで、健康に関するさまざまな情報発信を行う

●睡眠やストレス解消など身近な話題から、こころの健康について啓発す

る

●ゲートキーパー養成研修や多様な情報発信を行い、相談できる窓口の

周知を行う

●歯と口の健康やよく噛むことや飲み込む力の大切さについて、保健事業

や健康相談で啓発する。また、「６０２４運動」や「８０２０運動」を推進す

る

●運動教室等を開催し、地域や団体などが主体的に実施する各種イベン

トを支援する

●手軽にできる運動や日常生活で身体を動かす工夫、運動継続のコツに

ついての情報発信を行う

■評価指標
成人期のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値
Ｒ

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ ）

特定健診受診率 ％ ％ ％ 法定報告

がん検診受診率

肺がん ％ ％ ％

健康増進
アンケート

胃がん ％ ％ ％

大腸がん ％ ％ ％

乳がん ％ ％ ％

子宮頸がん ％ ％ ％

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている人の割合 ％ ％ ％

ストレス対処法をもっている人の割合 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施している
人の割合（運動習慣者）

％※ ３５ ％ ％

成人の喫煙率
男性 ％ ％ ％

女性 ％ ％ ％

適正飲酒量（男性２合未満、女性１合未満）を超え
ている人

男性 ％ ％ ％

女性 ％ ％ ％

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合 



●生活習慣病予防と病気の早期発見のため、健康診査やがん検診、歯科

健（検）診の受診勧奨に努める

●特定保健指導などで、生活習慣改善への支援を行い、生活習慣病の発

症・重症化予防に努める

●健康診査では、セット健診の実施や、Ｗｅｂ予約システムの稼働、特定保

健指導ではＩＣＴを活用して利便性の向上に努める

●広報誌やホームページなどで、健康に関するさまざまな情報発信を行う

●睡眠やストレス解消など身近な話題から、こころの健康について啓発す

る

●ゲートキーパー養成研修や多様な情報発信を行い、相談できる窓口の

周知を行う

●歯と口の健康やよく噛むことや飲み込む力の大切さについて、保健事業

や健康相談で啓発する。また、「６０２４運動」や「８０２０運動」を推進す

る

●運動教室等を開催し、地域や団体などが主体的に実施する各種イベン

トを支援する

●手軽にできる運動や日常生活で身体を動かす工夫、運動継続のコツに

ついての情報発信を行う

■評価指標
成人期のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値
Ｒ

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ ）

特定健診受診率 ％ ％ ％ 法定報告

がん検診受診率

肺がん ％ ％ ％

健康増進
アンケート

胃がん ％ ％ ％

大腸がん ％ ％ ％

乳がん ％ ％ ％

子宮頸がん ％ ％ ％

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている人の割合 ％ ％ ％

ストレス対処法をもっている人の割合 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施している
人の割合（運動習慣者）

％※ ３５ ％ ％

成人の喫煙率
男性 ％ ％ ％

女性 ％ ％ ％

適正飲酒量（男性２合未満、女性１合未満）を超え
ている人

男性 ％ ％ ％

女性 ％ ％ ％

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合 

３ 高齢期

■めざす姿
①フレイルを予防し、自立した生活を続けることができる

【期待する効果】

・筋力や体力を維持（向上）する

・自分の歯で口から食べる

・生活リズムの維持や活動量の確保ができる

②生きがいや楽しみ、人とのつながりをもち、こころ豊かに過ごす

【期待する効果】

・趣味や楽しみをもち続けることができ、閉じこもりの予防ができる

・地域でお互いに声をかけあうことで、孤立を防ぐことにつながる

・人とのつながりを感じることで、住み慣れた地域でより豊かに過ごすことができる

・こころの健康を保ち、高齢期のうつ病を防ぐ

③生活習慣病の重症化を防ぐ

【期待する効果】

・介護が必要になる疾患を防ぐ

・生活習慣病の悪化を防ぎ、生活の質を維持できる

■重点取組
高齢者は、要介護状態になることをできる限り防ぎ、健康寿命を延伸することが重要になります。加齢に

伴う心身機能が低下した虚弱の状態の「フレイル」予防をする必要があります。

フレイルの原因は身体的な衰えだけでなく、認知機能の低下、精神的な要因、外出機会の減少など社会

的要因等さまざまな要因が重なって生じるとされています。住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けるため

に、フレイル予防について取り組み、地域でのつながりや生きがいづくりを推進します。

●日常生活活動（掃除や洗濯、食事の準備など）は、できる範囲で継続し

て行う

●ウォーキングや貯筋運動などの運動習慣をもち、筋力低下を防ぐ

●健康診査や血圧・体重測定などから自分の身体の状態を知り、不調を

感じたら早めに受診する

●受診や服薬は中断しないように気をつけ、病気の重症化を防ぐ

●歯や口の健康に関心をもち、年１回以上の歯科健（検）診と歯周病予

防を心がける

●バランスの良い食事や塩分を控えた食事を心がけ、低栄養予防のため

にタンパク質を積極的に摂取する

●地域の人たちとの交流のきっかけとして、あいさつをする

●悩みや困りごとは一人で抱え込まず、誰かに相談するように心がける

●禁煙外来などを利用して、禁煙する

●仕事やボランティア活動をできる範囲で行い、社会参加を続ける



●今までの経験や知識を活かし、家庭や地域で役割がもてるよう配慮す

る

●趣味や楽しみを通した仲間づくりや、地域の自主グループへの参加を呼

びかけ、孤立しないようにする

●男性が参加しやすいイベントを企画する

●気になる人や閉じこもりがちの人には直接声をかけるよう心がける

●地域の行事や防災訓練、地域の集いに誘いあって参加する

●地域で健康づくりやフレイル予防について話しあう

●喫煙での健康被害を周知し、禁煙を呼びかける

●近所で顔見知りを増やし、あいさつや声かけをすることで、相談しやすい

関係づくりを行う

●健康維持と病気の早期発見のため、健康診査やがん検診、歯科健

（検）診の受診勧奨を実施する

●貯筋運動や介護予防教室を開催し、心身機能向上を図る

●フレイル予防を目的とした自宅でできる体操や健康管理の方法につい

て啓発する

●身近な地域で集まる場所を増やす取組を推進し、集いの維持のため交

流会の実施や専門職の派遣等を行う

●健康相談や地域の集い等で、生活習慣病の重症化予防や介護予防に

関する知識の普及・啓発を行う

●高齢者が長年培ってきた知識や経験等を活かし、就労やボランティア

等、社会貢献の機会と場の拡充に努める

●健康づくり・趣味のグループ活動や交流の場に対する支援を行い、社会

参加や生きがいづくりを推進する

●住民の支えあいを促進し、高齢になっても住み慣れた地域でいきいきと

暮らせる地域づくりを推進する

■評価指標
高齢期のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ ）

健康寿命（平均自立期間）
男性 歳 延伸 延伸

システム
女性 歳 延伸 延伸

健康観が「健康な人※ 」である６５歳以上の割合 ％ ％ ％

健康増進
アンケート

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている６５歳以上の
割合

％ ％ ％

ストレス対処法をもっている６５歳以上の割合 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施している
６５歳以上の割合（運動習慣者）

％※ ％ ％

６５歳以上の喫煙している人の割合 ％ ％ ％

※ 「非常に健康だと思う」「健康な方だと思う」と答えた人の合計

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合



●今までの経験や知識を活かし、家庭や地域で役割がもてるよう配慮す

る

●趣味や楽しみを通した仲間づくりや、地域の自主グループへの参加を呼

びかけ、孤立しないようにする

●男性が参加しやすいイベントを企画する

●気になる人や閉じこもりがちの人には直接声をかけるよう心がける

●地域の行事や防災訓練、地域の集いに誘いあって参加する

●地域で健康づくりやフレイル予防について話しあう

●喫煙での健康被害を周知し、禁煙を呼びかける

●近所で顔見知りを増やし、あいさつや声かけをすることで、相談しやすい

関係づくりを行う

●健康維持と病気の早期発見のため、健康診査やがん検診、歯科健

（検）診の受診勧奨を実施する

●貯筋運動や介護予防教室を開催し、心身機能向上を図る

●フレイル予防を目的とした自宅でできる体操や健康管理の方法につい

て啓発する

●身近な地域で集まる場所を増やす取組を推進し、集いの維持のため交

流会の実施や専門職の派遣等を行う

●健康相談や地域の集い等で、生活習慣病の重症化予防や介護予防に

関する知識の普及・啓発を行う

●高齢者が長年培ってきた知識や経験等を活かし、就労やボランティア

等、社会貢献の機会と場の拡充に努める

●健康づくり・趣味のグループ活動や交流の場に対する支援を行い、社会

参加や生きがいづくりを推進する

●住民の支えあいを促進し、高齢になっても住み慣れた地域でいきいきと

暮らせる地域づくりを推進する

■評価指標
高齢期のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ ）

健康寿命（平均自立期間）
男性 歳 延伸 延伸

システム
女性 歳 延伸 延伸

健康観が「健康な人※ 」である６５歳以上の割合 ％ ％ ％

健康増進
アンケート

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている６５歳以上の
割合

％ ％ ％

ストレス対処法をもっている６５歳以上の割合 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施している
６５歳以上の割合（運動習慣者）

％※ ％ ％

６５歳以上の喫煙している人の割合 ％ ％ ％

※ 「非常に健康だと思う」「健康な方だと思う」と答えた人の合計

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合

４ 女性

■めざす姿
①女性の身体に対する正しい知識を身につける

【期待する効果】

・ライフステージにより変化するホルモンバランスの影響を知ることができる

・個人の意思に基づき、妊娠・出産等について選択できる

②心身のバランスを整え、自分らしくいきいきと活躍できる

【期待する効果】

・健康的な体形や肌や髪を保ち、自分に自信がもつことができる

・充実した仕事や家庭生活を送ることができる

③ヘルスリテラシー※を高める

【期待する効果】

・自分の身体の変化を正しく理解し、適切な行動がとれる

・過度なダイエットによる将来のこころを含めた健康を損なう可能性を知る

※ヘルスリテラシー：健康や医療に関する正しい情報を入手・理解し、活用する能力

■重点取組
女性の健康には、月経周期や更年期（閉経をはさんだ前後５年の約１０年間）など、女性ホルモンの変動

が大きく影響します。また、女性の喫煙は、肌への影響だけでなく、不妊の原因や閉経年齢が早くなる、骨粗

しょう症になる等のリスクがあります。健康維持のためには、十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運

動、体の冷えを防ぐ、ストレスを解消するなど、ライフステージや個々の体調に合わせたケアが大切です。ま

た、自分の身体や妊娠・出産に関する事柄の正しい知識や必要な情報を得て、自分で選択し、その選択が

正しく行えるための健康づくりの取組を支援します。

●女性ホルモンについて正しい知識を身につける

●女性ホルモンの変動により心身の不調を感じる時は、必要に応じて医療

機関に相談する

●禁煙外来等を利用して禁煙する

●無理なダイエットによる「やせ」は無月経や低体温などの原因になるた

め、適正な体重を維持する

●毎年がん検診を受ける

●骨粗しょう症予防のために骨密度の測定やカルシウムの摂取、適度な

日光浴をする

●飲酒は適切な量とし、休肝日をつくる

●妊娠、出産、育児に関する不安や悩みを、周囲や支援機関に相談する



●趣味や楽しみを通した仲間づくりへの参加を呼びかけ、気軽に相談でき

る関係性をつくる

●健康セミナーを開催し、女性に起こりうる健康課題について啓発を行う

●喫煙や多量飲酒が及ぼす健康被害について周知する

●地域の行事や防災訓練、地域の集いに誘いあって参加する

●働きやすい職場づくりや子育てしやすい環境を整備する

●生理休暇や柔軟な勤務制度の導入、妊娠・出産・育児をサポートする体

制整備に努める

●女性の健康習慣（３月１日～８日）の啓発活動を実施する

●女性の健康づくりに関する講演会などを開催し、正しい知識の普及に努

める

●妊娠・出産・育児に関する各種助成、相談を行う

●年齢に応じた健康教育を支援する

●健康診査や女性特有のがん検診を実施する

●骨粗しょう症に対する周知啓発を行う

●からだやこころを含めた、あらゆる相談支援体制の充実に努める

●文化・スポーツ・健康づくり・趣味のグループ活動や交流の場の推進や

支援を行い、社会参加や生きがいづくりを推進する

■評価指標

女性のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値
Ｒ

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ １９）

女性の喫煙率 ％ ％ ％

健康増進
アンケート

適正飲酒量（１合未満）を超えている人の割合 女性 ％ ％ ％

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている人の
割合

女性 ％ ％ ％

ストレス対処法をもっている人の割合 女性 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施
している人の割合（運動習慣者）

女性 ％※ ％ ％

やせ（ ５未満）の２０歳代女性の減少 女性 ％ ％ ％

がん検診受診率
乳がん ％ ％ ％

子宮頸がん ％ ％ ％

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合

 



●趣味や楽しみを通した仲間づくりへの参加を呼びかけ、気軽に相談でき

る関係性をつくる

●健康セミナーを開催し、女性に起こりうる健康課題について啓発を行う

●喫煙や多量飲酒が及ぼす健康被害について周知する

●地域の行事や防災訓練、地域の集いに誘いあって参加する

●働きやすい職場づくりや子育てしやすい環境を整備する

●生理休暇や柔軟な勤務制度の導入、妊娠・出産・育児をサポートする体

制整備に努める

●女性の健康習慣（３月１日～８日）の啓発活動を実施する

●女性の健康づくりに関する講演会などを開催し、正しい知識の普及に努

める

●妊娠・出産・育児に関する各種助成、相談を行う

●年齢に応じた健康教育を支援する

●健康診査や女性特有のがん検診を実施する

●骨粗しょう症に対する周知啓発を行う

●からだやこころを含めた、あらゆる相談支援体制の充実に努める

●文化・スポーツ・健康づくり・趣味のグループ活動や交流の場の推進や

支援を行い、社会参加や生きがいづくりを推進する

■評価指標

女性のめざす姿に対する数値目標は以下のとおりです。

評価目標
策定時
数値
Ｒ

第４期目標数値

数値根拠中間目標
（ ）

最終目標
（ １９）

女性の喫煙率 ％ ％ ％

健康増進
アンケート

適正飲酒量（１合未満）を超えている人の割合 女性 ％ ％ ％

睡眠で休養が十分または、まあまあとれている人の
割合

女性 ％ ％ ％

ストレス対処法をもっている人の割合 女性 ％ ％ ％

１回３０分以上の運動を週２回以上、１年以上実施
している人の割合（運動習慣者）

女性 ％※ ％ ％

やせ（ ５未満）の２０歳代女性の減少 女性 ％ ％ ％

がん検診受診率
乳がん ％ ％ ％

子宮頸がん ％ ％ ％

※ 日頃から 分以上の運動をしている人の割合

 

第６章 健康づくり全般の取組

１ 栄養・食生活・食育

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

こどもの頃からの食育・口腔衛生

● ● ●

マタニティ教室、離乳食講習会開催時に発達

段階に応じた食生活の指導や相談対応を行

います

● ●

地域子育て支援センターの利用者に、発達段

階に応じた食生活の指導や相談対応を行い

ます

● ● ●
給食だよりや保健だよりなどを活用した情報

提供を行います

体験型食育
●

給食への地場産物の利用を推進し、食文化の

継承に努めます

● ● ●
広報誌や給食などで、郷土料理や行事食の紹

介や情報提供を行います

● ● ●
体験学習を実施し、地産地消の大切さや生産

者とのつながりを促します

● ● ●
きらりフェア等で地場産物の販売や郷土料理

の紹介などを行います

● ● ●
農家レストラン事業で地産地消の大切さや食

の安全性についての啓発を促します

●

学校体験農園農業事業において、次世代の担

い手育成のための補助となるよう取り組みま

す

生活習慣病予防のための食育
● ●

生活習慣病予防ための料理教室、特定保健

指導栄養教室を開催します

● ● 健診結果説明、相談を実施します

食の確保と低栄養対策 ● ● ● 配食サービスを引き続き実施します

● ● ●
災害時における水と食料の確保策を推進しま

す

● ● ●
栄養士による栄養教室の開催、食育ＳＡＴシス

テムによる栄養バランス指導を実施します



対象

こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

食を育む環境づくり
● ●

食生活改善推進員の育成と活動支援を行い

ます

● ● ●
食育に関する情報を市の広報誌・ホームペー

ジ・ＳＮＳ等で掲載します

● ● ●
災害時に備えた家庭における備蓄品や調理

方法についての周知広報を行います

● ●
困難を抱える家庭等への支援体制（食品ロス

の取組）を整えます

● ● ●
地域の子ども食堂等についての情報提供を

行います

● ● ● 食の生産者を支援する各種事業を行います

 



対象

こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

食を育む環境づくり
● ●

食生活改善推進員の育成と活動支援を行い

ます

● ● ●
食育に関する情報を市の広報誌・ホームペー

ジ・ＳＮＳ等で掲載します

● ● ●
災害時に備えた家庭における備蓄品や調理

方法についての周知広報を行います

● ●
困難を抱える家庭等への支援体制（食品ロス

の取組）を整えます

● ● ●
地域の子ども食堂等についての情報提供を

行います

● ● ● 食の生産者を支援する各種事業を行います

 

２ 運動・身体活動

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

健康意識の向上
● ●

代謝アップ体操教室を開催し、メタボリックシン

ドローム予防に努めます

● ● ●

南国スポーツフェスティバル、ウォーキング大

会、市民体育大会などを開催し、運動する機

会を設けます

● ●
健康ポイント事業を実施し、活動量の増加や

健康管理のきっかけづくりに努めます

生きがいづくりと社会参加の推進 ● いきいきサークルの支援活動を行います

●
定期的に健康運動指導士が訪問し、アドバイ

ス等を行う貯筋運動を推進します

●
高齢者教室でのフレイル予防教育を実施しま

す

地域資源を活用した健康づくりの

推進
● ● ●

イベントや地域の行事等での出張健康相談会

や講演会を行います

● ● ●
まほろばクラブ南国と連携し、各種運動教室を

開催します

● ● ●
きらりフェア等で身体を動かす機会を創出しま

す

 



３ こころの健康

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

相談支援体制の充実 ● ● ● 各種相談を実施します

● ● ● 関係機関との連携を図ります

生きがいづくり・社会参加促進 ● ● ● 精神障がい者ミニデイケアを開催します

●
高齢者教室開催、ボランティア育成、シルバー

人材センターへの支援を行います

● ● ● あったかふれあいセンター事業を展開します

● ● ● 各種イベントを開催します

こころの健康管理

（セルフケア支援）
●

妊産婦への健康相談や訪問による支援を行

います

● ● ● こころの健康教育を実施します

自殺対策
● ● ●

相談支援体制を充実させ、関係機関との連携

を図ります

● ● ●
自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３

月）に啓発活動を強化します

● ● ●
ゲートキーパーに関する情報を広報誌やホー

ムページ、ＳＮＳ等で啓発します

● ● ● ゲートキーパー養成研修を実施します

● ＳＯＳの出し方に関する教育を実施します

● ● ● 自殺予防に関する健康教育を実施します

依存症対策
● ● ●

依存症に関する情報を広報誌やホームペー

ジ、ＳＮＳ等で啓発します

● ● ●
健康イベントで依存症に関する普及啓発を行

います

● ● ●
自助グループや関係機関と連携し、相談窓口

の周知及び相談体制を充実させます

 



３ こころの健康

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

相談支援体制の充実 ● ● ● 各種相談を実施します

● ● ● 関係機関との連携を図ります

生きがいづくり・社会参加促進 ● ● ● 精神障がい者ミニデイケアを開催します

●
高齢者教室開催、ボランティア育成、シルバー

人材センターへの支援を行います

● ● ● あったかふれあいセンター事業を展開します

● ● ● 各種イベントを開催します

こころの健康管理

（セルフケア支援）
●

妊産婦への健康相談や訪問による支援を行

います

● ● ● こころの健康教育を実施します

自殺対策
● ● ●

相談支援体制を充実させ、関係機関との連携

を図ります

● ● ●
自殺予防週間（９月）、自殺対策強化月間（３

月）に啓発活動を強化します

● ● ●
ゲートキーパーに関する情報を広報誌やホー

ムページ、ＳＮＳ等で啓発します

● ● ● ゲートキーパー養成研修を実施します

● ＳＯＳの出し方に関する教育を実施します

● ● ● 自殺予防に関する健康教育を実施します

依存症対策
● ● ●

依存症に関する情報を広報誌やホームペー

ジ、ＳＮＳ等で啓発します

● ● ●
健康イベントで依存症に関する普及啓発を行

います

● ● ●
自助グループや関係機関と連携し、相談窓口

の周知及び相談体制を充実させます

 

４ 歯・口腔の健康

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

歯科健（検）診受診率向上
● ● ●

無料歯科健診を年２回（ 月・１１月）に実施し

ます

● ●
集団健（検）診における４０歳以上を対象とし

た歯科健（検）診を行います

● 妊婦無料歯科健診を行います

● ● ●
歯周病と生活習慣病の関連について周知し、

定期的な歯科健（検）診の受診を促します

生きがいづくりと社会参加の推進

●

高齢者教室やいきいきサークル等で歯と口腔

内のセルフケア方法について講座等を行いま

す

地域資源を利用した健康づくり

● ● ●

きらりフェア等で歯周病と生活習慣病の関連

や、かかりつけ歯科医の重要性などの啓発活

動を行います

● ● ●

観光イベントや地域行事等で歯と口腔内のセ

ルフケア方法についての相談、啓発活動を行

います

こどもの頃からの食育・口腔衛生
●

幼児を対象とした歯みがき（ブラッシング）指

導を行います

●
保育所（園）や小学校でのフッ化物洗口実施

を推進します

● ● ●
歯と口腔内のセルフケアについて情報提供を

行います

食の確保と低栄養対策 ● 後期高齢者歯科健診事業を実施します

●
高齢者の通いの場等へ訪問し、オーラルフレイ

ル予防について啓発を行います

 



５ 健康管理

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

母子保健事業の推進
● ●

母子健康手帳の交付など母子保健事業は子

ども・子育て支援事業計画に基づき実施しま

す

健（検）診受診率向上 ● ● 各種健（検）診を実施します

● ● 受診しやすい体制を整備します

要精密検査対策、特定保健指導
● ●

対象者に対し、医療機関への受診勧奨を行い

ます

● ● 特定保健指導を実施します

健康意識の向上 ● ● 血圧計の貸出を行います

● ● 正しい血圧の計測方法を周知します

● ● ● 適正飲酒に向けた啓発活動を行います

● ● 健（検）診等で飲酒に関する相談を行います

● ●
喫煙者やその家族に対する禁煙指導を実施し

ます

● ● 禁煙外来を紹介します

地域で支え合う健康づくり
● ●

健康文化都市づくり推進委員会を開催し、運

営支援を行います

● ●
健康文化都市づくり推進委員の人材確保、育

成に努めます

生きがいづくりと社会参加の推進
●

健康状態不明者アウトリーチ訪問（保健事業

と介護予防の一体的実施）を行います

地域資源を活用した健康づくり ● ● 健康相談を実施します

● ● ●
イベント等で健康づくりに関する啓発活動を行

います

● ●
まほろばクラブ南国と連携し、運動教室を開催

します

● ● ● きらりフェア等で健康相談を行います

健康づくりを支援する環境の整備
● ● ●

禁煙、敷地内禁煙について周知啓発を行いま

す

● ● ● 献血に関する周知啓発を行います

● ● ● 各種予防接種事業を実施します

 



５ 健康管理

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

母子保健事業の推進
● ●

母子健康手帳の交付など母子保健事業は子

ども・子育て支援事業計画に基づき実施しま

す

健（検）診受診率向上 ● ● 各種健（検）診を実施します

● ● 受診しやすい体制を整備します

要精密検査対策、特定保健指導
● ●

対象者に対し、医療機関への受診勧奨を行い

ます

● ● 特定保健指導を実施します

健康意識の向上 ● ● 血圧計の貸出を行います

● ● 正しい血圧の計測方法を周知します

● ● ● 適正飲酒に向けた啓発活動を行います

● ● 健（検）診等で飲酒に関する相談を行います

● ●
喫煙者やその家族に対する禁煙指導を実施し

ます

● ● 禁煙外来を紹介します

地域で支え合う健康づくり
● ●

健康文化都市づくり推進委員会を開催し、運

営支援を行います

● ●
健康文化都市づくり推進委員の人材確保、育

成に努めます

生きがいづくりと社会参加の推進
●

健康状態不明者アウトリーチ訪問（保健事業

と介護予防の一体的実施）を行います

地域資源を活用した健康づくり ● ● 健康相談を実施します

● ● ●
イベント等で健康づくりに関する啓発活動を行

います

● ●
まほろばクラブ南国と連携し、運動教室を開催

します

● ● ● きらりフェア等で健康相談を行います

健康づくりを支援する環境の整備
● ● ●

禁煙、敷地内禁煙について周知啓発を行いま

す

● ● ● 献血に関する周知啓発を行います

● ● ● 各種予防接種事業を実施します

 

６ 自然に健康になれる環境づくり

南国市の取組

対象

取組内容
こ

ど

も

成

人

高

齢

者

女

性

社会とのつながりづくり
● ●

ボランティア活動の指導者や活動団体等への

活動支援を行います

● ● 相談支援体制を充実します

● ● ●
地域で安心して子育てができるようこども計

画に基づき支援を行います

● ● ●
孤立や閉じこもり等の把握、相談等の支援を

行います

こころの健康維持と向上
● ● ●

年齢に応じたこころの健康についての情報提

供を行います

● ● ● 相談先の周知を行います

● スクールカウンセラーの配置を行います

健康増進のための基盤整備
● ● ●

ウォーキングイベントのような誰でも参加でき

る催しを開催します

● ●
インセンティブ制度を導入し、参加しやすい環

境整備を行います

● ●
アプリ利用が難しい高齢者等に対する利用支

援を行います

● ● ●
生涯学習などを通じて活動量向上の機会を

創出します

● ● フレイル予防教室等、運動機会を創出します

● ● ●
ウォーキングマップの更新や公園の整備、運動

場の開放など運動場所の提供を行います

● ● ● 年齢に応じた情報提供を行います



第７章 計画の推進

推進体制の構築

本計画を推進するにあたっては、個人の取組（自助）と合わせて、家庭・地域（共助・互助）、自治体など

（公助）社会全体として、個人の主体的な健康づくりを支援できるようヘルスプロモーションの概念のもと推

進していきます。

特に個人の取組を促進するにあたっては、健康なんこく２１計画 きらりの内容を広く市民に周知すること

が必要であるため、広報誌やホームページ等に計画の内容を掲載し、市民の健康づくりへの啓発に努めて

いきます。

また、行政として取り組んでいく中で、特に高齢者においては、介護予防（フレイル対策 口腔、運動、栄養

等 を含む）と保健事業（生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等）を一体的に実施することが求められ

ており、関係各課、後期高齢者医療広域連合などの関係機関及び関係団体と連携を図り推進していきます。

２ 計画の推進と点検・評価

本計画は、健康に関する幅広い分野に関係する計画です。そのため、関係各課や関係機関、さらには地

域（市民）との連携・協働のうえ、取組を推進していきます。

また、各分野の実施状況及び進捗状況については毎年把握・点検管理を行います。計画期間の中間年

度には達成状況の進捗確認のための中間評価を行い、計画最終年度には目標の達成度を検証・評価しま

す。

 

評価指標達成状況の評価 　　評価指標や取組内容の設定
計画見直しと新たな目標値検討　

事業の進捗管理、検証、評価 　計画に基づいた取組の実施

計画の見直し 　計画の策定・改定

計画の評価　 　　計画の実行

　　評価指標や取組内容の設定
計画見直しと新たな目標値検討　

事業の進捗管理、検証、評価 　計画に基づいた取組の実施

計画の見直し 　計画の策定・改定

計画の評価　 　　計画の実行
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参考資料

１ 健康づくりに関するアンケート調査票

 



 



 
 



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



 ２ 健康づくりに関するアンケート調査結果
比率については小数点以下第２位を四捨五入しているため、各比率の合計が１００％に合致しない場合があ

ります。（以下同様）

上段：人数（人） 下段：構成割合（％）
（1）基本項目

　問1：性別を教えてください

調査数 男性 女性
その他・
答えたくない

無回答

（1）基本項目

　問2：年齢をご記入ください（令和６年１１月１日時点）

調査数 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上 無回答

（1）基本項目　

　問3：BMI（身長と体重より算出）

調査数 １８.5未満 １８.5以上２５.0未満 ２５.0以上 無回答

（1）基本項目

　問4：同居されているご家族の構成を教えてください

調査数 一人暮らし 夫婦のみ 二世代（親子） 三世代以上 その他 無回答

（1）基本項目

　問5：あなたのご職業を教えてください

調査数 会社員
自営業・家族従業
・農業

公務員 パート・アルバイト 専業主婦・主夫 学生 無職

その他 無回答

（1）基本項目

　問６：あなたは健康だと思いますか

調査数 非常に健康だと思う 健康な方だと思う あまり健康ではない 健康ではない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問1：あなたは、「食育」に関心がありますか

調査数 関心がある 関心がない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問1-1：どのようなことに関心がありますか（複数回答）

調査数 バランスよく食べる よくかんで食べる
塩分のとり過ぎに気を
つける

地元の食材を使用す
る

規則正しく食べる
食べ過ぎないよう（腹
八分目)に気をつける

食品表示を参考にす
る

―

30分以上かけて
食べる

防災食 その他 無回答



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）
（2）栄養・食生活　

　問２：あなたは、朝食を食べていますか

調査数 毎日食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる 週に1～2日食べる まったく食べない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問３：１日１食は栄養バランスのとれた食事を心がけていますか

調査数 はい いいえ 無回答

（2）栄養・食生活　

　問４：主食・主菜・副菜がそろう食事が１日２回以上あるのは週に何日ありますか

調査数 毎日 週に5～6日 週に3～4日 週に1～2日 まったくない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問５：あなたは１週間のうち、１日１回以上誰かと一緒に食事をすることがどれくらいありますか

調査数 毎日 週に5～6日 週に3～4日 週に1～2日 まったくない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問6：あなたは、野菜料理を小皿（小鉢）で１日に何皿くらい食べていますか

調査数 ５皿以上 ４皿 ３皿 ２皿 １皿 ほとんど食べない 無回答

（2）栄養・食生活　

調査数 意識している 意識していない 無回答

（2）栄養・食生活　

 問８:あなたは、健康管理のために、食事の量や内容に気をつけていますか

調査数
いつも
気をつけている

時々
気をつけている

あまり
気をつけていない

まったく
気をつけていない

無回答

（2）栄養・食生活　

　問９：あなたは、塩分の多いものを控えていますか

調査数 はい いいえ 無回答

（2）栄養・食生活　

　問10：あなたは家庭から出るごみの量を減らす工夫をしていますか

調査数 している していない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問11：あなたは災害に備え、非常用の食料等を備蓄していますか

調査数 している していない 無回答

　問７：あなたは、南国市でとれるものや高知県産の食材を選んで買ったり、
　　　　  料理に使ったりするよう意識していますか



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）
（2）栄養・食生活　

　問２：あなたは、朝食を食べていますか

調査数 毎日食べる 週に5～6日食べる 週に3～4日食べる 週に1～2日食べる まったく食べない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問３：１日１食は栄養バランスのとれた食事を心がけていますか

調査数 はい いいえ 無回答

（2）栄養・食生活　

　問４：主食・主菜・副菜がそろう食事が１日２回以上あるのは週に何日ありますか

調査数 毎日 週に5～6日 週に3～4日 週に1～2日 まったくない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問５：あなたは１週間のうち、１日１回以上誰かと一緒に食事をすることがどれくらいありますか

調査数 毎日 週に5～6日 週に3～4日 週に1～2日 まったくない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問6：あなたは、野菜料理を小皿（小鉢）で１日に何皿くらい食べていますか

調査数 ５皿以上 ４皿 ３皿 ２皿 １皿 ほとんど食べない 無回答

（2）栄養・食生活　

調査数 意識している 意識していない 無回答

（2）栄養・食生活　

 問８:あなたは、健康管理のために、食事の量や内容に気をつけていますか

調査数
いつも
気をつけている

時々
気をつけている

あまり
気をつけていない

まったく
気をつけていない

無回答

（2）栄養・食生活　

　問９：あなたは、塩分の多いものを控えていますか

調査数 はい いいえ 無回答

（2）栄養・食生活　

　問10：あなたは家庭から出るごみの量を減らす工夫をしていますか

調査数 している していない 無回答

（2）栄養・食生活　

　問11：あなたは災害に備え、非常用の食料等を備蓄していますか

調査数 している していない 無回答

　問７：あなたは、南国市でとれるものや高知県産の食材を選んで買ったり、
　　　　  料理に使ったりするよう意識していますか

上段：人数（人） 下段：構成割合（％）
（2）栄養・食生活　

　問11-１：備蓄しているものは何ですか（複数回答）

調査数

主食
（レトルトご飯、ご飯を
乾燥させた加工米、
乾パンなど）

副食
（肉・魚等の缶詰、カ
レー・シチュー等のレ
トルト食品など）

飲料
（水、お茶など）

その他 無回答

―

（3）運動・社会活動

調査数 はい いいえ 無回答

（3）運動・社会活動

調査数 はい いいえ 無回答

（4）休養・こころの健康

　問１：この１か月を振り返り、悩みや不安、ストレスを感じたことがありますか

調査数 感じたことはない
たまに感じることがあ
る（月に１～２回程
度）

時々感じることがある
（週に１回程度）

いつも感じている 無回答

（4）休養・こころの健康

　問１-１：どのようなことについて、悩みや不安、ストレスを感じましたか（複数回答）

調査数

家庭に関すること
（家族関係の不和、
子育て、家族の介護・
看護など）

健康に関すること
（自分の病気の悩み、
からだの悩みなど）

経済的な問題
（家計が苦しい、倒
産、事業不振、借金、
失業など）

勤務に関すること
（転勤、仕事の悩み、
職場での人間関係、
長時間労働など）

男女に関すること
（失恋、恋愛、結婚を
めぐる悩みなど）

学校問題
（いじめ、学業不振、
就職活動、学校での
人間関係など）

その他

―

無回答

（4）休養・こころの健康

　問２：あなたは、この１か月を振り返り、悩みや疲れ、人間関係などのストレスを解消できていると思いますか

調査数
十分できている
（ストレスがない場合
を含む）

なんとかできている あまりできていない まったくできていない 無回答

（4）休養・こころの健康

　問３：ストレスを感じたとき、どのように解消していますか（複数回答）

調査数
テレビや
動画サイトをみる

おいしいものを食べる 好きな趣味をする 友人・知人に会う 寝る 音楽を聴く カラオケ・歌う

―

スポーツをする・
体を動かす

飲酒 買い物 その他 解消法がない 無回答

　問１：あなたは、日頃から30分以上の運動（仕事は除く·ウォーキング等は含む）
　　　　 をしていますか

　問２：あなたは、何らかの地域活動（町内会活動、奉仕活動、地域行事など）に
　　　　　参加していますか



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

（4）休養・こころの健康

　問４：問３でお答えいただいた方法でも解消できない悩みや不安、ストレスは、誰に相談しますか（複数回答）

調査数 家族や親族 友人や同僚 恋人 近所の知り合い
学校や職場の
先輩・後輩

学校の先生や
職場の上司

医療機関

―

公的機関
（市役所、保健所、警
察など）

社会福祉協議会
電話相談
（いのちの電話、心の
テレ相談など）

その他
相談したいが
できない

相談しようと
思わない

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

　問５：（ｄ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、南国市社会福祉協議会を知っていま
　　　　　　　　すか。また、利用したことはありますか。

　問５：（e）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知いのちの電話を知っていますか。
　　　　　　　　また、利用したことはありますか。

　問５：（ｆ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、心のテレ相談を知っていますか。また、
　　　　　　　　利用したことはありますか。

　問５：（ｇ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、よりそいホットラインを知っています
　　　　　　　　か。また、利用したことはありますか。

　問５：（a）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知県立精神保健福祉センターを
　　　　　　　 知っていますか。また、利用したことはありますか。

　問５：（ｂ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知県中央東福祉保健所を知って
　　　　　　　　いますか。また、利用したことはありますか。

　問５：（ｃ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、南国市保健福祉センターを知ってい
　　　　　　　　ますか。また、利用したことはありますか。



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

（4）休養・こころの健康

　問４：問３でお答えいただいた方法でも解消できない悩みや不安、ストレスは、誰に相談しますか（複数回答）

調査数 家族や親族 友人や同僚 恋人 近所の知り合い
学校や職場の
先輩・後輩

学校の先生や
職場の上司

医療機関

―

公的機関
（市役所、保健所、警
察など）

社会福祉協議会
電話相談
（いのちの電話、心の
テレ相談など）

その他
相談したいが
できない

相談しようと
思わない

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 利用した
利用していないが
知っている

知らない 無回答

　問５：（ｄ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、南国市社会福祉協議会を知っていま
　　　　　　　　すか。また、利用したことはありますか。

　問５：（e）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知いのちの電話を知っていますか。
　　　　　　　　また、利用したことはありますか。

　問５：（ｆ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、心のテレ相談を知っていますか。また、
　　　　　　　　利用したことはありますか。

　問５：（ｇ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、よりそいホットラインを知っています
　　　　　　　　か。また、利用したことはありますか。

　問５：（a）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知県立精神保健福祉センターを
　　　　　　　 知っていますか。また、利用したことはありますか。

　問５：（ｂ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、高知県中央東福祉保健所を知って
　　　　　　　　いますか。また、利用したことはありますか。

　問５：（ｃ）あなたは、悩みやストレスを感じたときの相談先として、南国市保健福祉センターを知ってい
　　　　　　　　ますか。また、利用したことはありますか。

上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（4）休養・こころの健康

　問６：あなたは、現在の睡眠で休養が充分とれていますか

調査数 充分とれている まあまあとれている あまりとれていない まったくとれていない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ わからない 無回答

（4）休養・こころの健康

　問８：あなたは、うつ病の方への対応方法について知っていますか

調査数 知っている あまり知らない 知らない 無回答

（4）休養・こころの健康

　問９：あなたの周りの方について、自殺のサインに気づいたことはありますか

調査数 ある ない 無回答

　問7：（ｅ）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病は早期発見・早期対応が大切である」

　問7：（ｆ）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病は適切な治療により治る病気である」

　問7：（a）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病は精神的な弱さが原因である」

　問7：（ｂ）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病は本人の怠け・甘えであり、病気ではない」

　問7：（ｃ）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病は休養をとることが大切である」

　問7：（ｄ）うつ病についてのあなたのイメージをお答えください
　　　　　　　　　「うつ病の患者を励ましてはいけない」



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（4）休養・こころの健康

　問10：あなたが身近な人から「死にたい」と打ち明けられたとき、どのような対応を考えますか（複数回答）

調査数

様子をみる 身近な人への相談を
勧める

内科医等かかりつけ
医へ受診することを勧
める

精神科の専門医へ受
診することを勧める

保健師など公的な機
関（市役所、保健所
など）の窓口への相
談を勧める

民生委員への相談を
勧める

本人を励ます

―

その他 何をしたらよいか
わからない

無回答

（4）休養・こころの健康

　問11：あなたの身近な人の様子が、明らかに精神的に不安定である（落ち込み、表情が暗い、元気がない等）と感じたとき、どのようなことならできると思いますか

調査数

本人の様子に気付
き、自ら声をかけるこ
とはできる

自ら声はかけにくい
が、本人から相談さ
れれば受ける

相談を受けるだけでな
く、確実に問題解決す
るため専門機関につ
なぐことを心がける

そっと見守り様子をみ
る

わからない 何もできない その他

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数

その人自身が解決す
ることだと思うから

身近な人が対応する
のではなく、専門機
関が行うべきことだと
思うから

自分自身に相談を受
ける余裕がないから

声のかけ方や接し方
などの対応に自信が
ないから

適切な助言ができる
知識や情報を把握し
ていないから

その他 無回答

（4）休養・こころの健康

　問12：自殺対策における「ゲートキーパー」という言葉や意味を知っていますか

調査数
言葉も意味も知って
いた

言葉は聞いたことが
あるが意味は知らな
かった

言葉も意味も知らな
かった

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ 無回答

（4）休養・こころの健康

　問14：自殺予防の対策として、あなたが充実させる必要があると思うことは何ですか（３つ回答）

調査数
身近な相談体制の充
実・強化

債務（借金返済）相
談の充実

企業などに対する自
殺予防への理解や促
進

自殺未遂者、自殺者
の親族などへの支援

家庭での「いのち」に
関する教育

学校での「いのち」に
関する教育

精神科などの専門医
へ受診しやすい環境
づくり

―

内科や外科などの身
近なかかりつけ医に
よるうつ病などへの
対応の充実

うつ病や自殺に関す
る市民への啓発活動

高齢者の孤立を防ぐ
対策

教師、職場の上司など
相談に応じる人への
研修

自殺予防への取組に
ついてのＰＲ・情報発
信

孤立化しやすい人を
地域で見守るネット
ワーク

その他

わからない 無回答

　問11-１：その理由は何ですか（複数回答）※問11で「（５）わからない」「（６）何もできない」と答えた方

　問13：あなたは、南国市ホームページや公式ＬＩＮＥに掲載している「こころの体
　　　　　　温計」を知っていますか



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（4）休養・こころの健康

　問10：あなたが身近な人から「死にたい」と打ち明けられたとき、どのような対応を考えますか（複数回答）

調査数

様子をみる 身近な人への相談を
勧める

内科医等かかりつけ
医へ受診することを勧
める

精神科の専門医へ受
診することを勧める

保健師など公的な機
関（市役所、保健所
など）の窓口への相
談を勧める

民生委員への相談を
勧める

本人を励ます

―

その他 何をしたらよいか
わからない

無回答

（4）休養・こころの健康

　問11：あなたの身近な人の様子が、明らかに精神的に不安定である（落ち込み、表情が暗い、元気がない等）と感じたとき、どのようなことならできると思いますか

調査数

本人の様子に気付
き、自ら声をかけるこ
とはできる

自ら声はかけにくい
が、本人から相談さ
れれば受ける

相談を受けるだけでな
く、確実に問題解決す
るため専門機関につ
なぐことを心がける

そっと見守り様子をみ
る

わからない 何もできない その他

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数

その人自身が解決す
ることだと思うから

身近な人が対応する
のではなく、専門機
関が行うべきことだと
思うから

自分自身に相談を受
ける余裕がないから

声のかけ方や接し方
などの対応に自信が
ないから

適切な助言ができる
知識や情報を把握し
ていないから

その他 無回答

（4）休養・こころの健康

　問12：自殺対策における「ゲートキーパー」という言葉や意味を知っていますか

調査数
言葉も意味も知って
いた

言葉は聞いたことが
あるが意味は知らな
かった

言葉も意味も知らな
かった

無回答

（4）休養・こころの健康

調査数 はい いいえ 無回答

（4）休養・こころの健康

　問14：自殺予防の対策として、あなたが充実させる必要があると思うことは何ですか（３つ回答）

調査数
身近な相談体制の充
実・強化

債務（借金返済）相
談の充実

企業などに対する自
殺予防への理解や促
進

自殺未遂者、自殺者
の親族などへの支援

家庭での「いのち」に
関する教育

学校での「いのち」に
関する教育

精神科などの専門医
へ受診しやすい環境
づくり

―

内科や外科などの身
近なかかりつけ医に
よるうつ病などへの
対応の充実

うつ病や自殺に関す
る市民への啓発活動

高齢者の孤立を防ぐ
対策

教師、職場の上司など
相談に応じる人への
研修

自殺予防への取組に
ついてのＰＲ・情報発
信

孤立化しやすい人を
地域で見守るネット
ワーク

その他

わからない 無回答

　問11-１：その理由は何ですか（複数回答）※問11で「（５）わからない」「（６）何もできない」と答えた方

　問13：あなたは、南国市ホームページや公式ＬＩＮＥに掲載している「こころの体
　　　　　　温計」を知っていますか

上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（5）お口の健康

　問1：あなたは、歯が何本ありますか（親知らずを含む）

調査数 １０本未満 １０～１４本 １５～１９本 ２０～２３本 ２４本以上 無回答

（5）お口の健康

　問2：あなたは、歯みがきのときに歯ぐきから血が出ることがありますか

調査数 いつも出る 時々出る 血は出ない 無回答

（5）お口の健康

　問3：あなたは、歯と歯の間は何を使って磨いていますか（複数回答）

調査数
デンタルフロス
（糸ようじ）

歯間ブラシ 使っていない 無回答

―

（5）お口の健康

調査数 はい いいえ 無回答

（5）お口の健康

　問5：あなたは、かかりつけの歯科医がいますか

調査数 はい いいえ 無回答

（6）たばこ

　問1：あなたは、たばこを習慣的に吸っていますか

調査数
吸っている 以前は吸っていたが

１か月以上吸ってい
ない

吸ったことがない 無回答

（6）たばこ

　問1-1：禁煙についてどのように考えていますか　※問１で「（１）吸っている」と答えた方

調査数
６か月以内に禁煙し
ようと考えている

関心はあるが、６か月
以内に禁煙しようとは
考えていない

関心がない 無回答

（6）たばこ

　問２：あなたは、「受動喫煙」という言葉や意味を知っていますか

調査数
知っている 言葉は聞いたことが

あるが詳しくは知らな
い

知らない 無回答

（6）たばこ

　問３：たばこを吸うことで健康に影響があると知っているものはどれですか（複数回答）

調査数 肺がん 気管支炎 腎臓病 脳卒中 ＣＯＰＤ ぜんそく 胃潰瘍

―

妊婦への影響 歯周病 どれもたばことは関係
ない

わからない 無回答

　問4：あなたは、定期的（年１回以上）に歯の健診や予防のために歯科医院を
　　　　　受診していますか



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（7）アルコール

　問１：あなたはアルコール（日本酒、焼酎、ビール、ワインなど）を飲みますか

調査数
毎日飲む 週に5～6日飲む 週に3～4日飲む 週に1～2日飲む 月１～３日飲む ほとんど飲まない

（飲めない）
無回答

（7）アルコール

　問１-１：１日にどれくらいの量を飲みますか。日本酒に換算してお答えください　※問１で「１」～「５」と答えた方

調査数 １合（180㎖）未満 １～２合（３６０㎖）未満 ２～３合（５４０㎖）未満 ３～４合（７２０㎖）未満 ５合（９００㎖）以上 無回答

（7）アルコール

　問１-２：あなたは普段、誰と飲むことが多いですか　※問１で「１」～「５」と答えた方

調査数 １人で飲む 家族で飲む 職場の仲間と飲む 友人と飲む 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

　問2：（ａ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として高知県立精神保健福祉センターを知っていますか

　問１-３：（a）飲酒について（悩みや不安を忘れるために飲む）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問2：（ｂ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として高知県中央東福祉事務所を知っていますか

　問１-３：（ｂ）飲酒について（飲酒量を減らさなければと感じる）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｃ）飲酒について（人から飲酒について注意されたことがある）お答え
　　　　　　　　　　ください　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｄ）飲酒について（飲酒後に罪悪感が生じたときがある）お答えくださ
　　　　　　　　　　い　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｅ）飲酒について（朝酒や迎え酒をしたことがある）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（7）アルコール

　問１：あなたはアルコール（日本酒、焼酎、ビール、ワインなど）を飲みますか

調査数
毎日飲む 週に5～6日飲む 週に3～4日飲む 週に1～2日飲む 月１～３日飲む ほとんど飲まない

（飲めない）
無回答

（7）アルコール

　問１-１：１日にどれくらいの量を飲みますか。日本酒に換算してお答えください　※問１で「１」～「５」と答えた方

調査数 １合（180㎖）未満 １～２合（３６０㎖）未満 ２～３合（５４０㎖）未満 ３～４合（７２０㎖）未満 ５合（９００㎖）以上 無回答

（7）アルコール

　問１-２：あなたは普段、誰と飲むことが多いですか　※問１で「１」～「５」と答えた方

調査数 １人で飲む 家族で飲む 職場の仲間と飲む 友人と飲む 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 はい いいえ 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

　問2：（ａ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として高知県立精神保健福祉センターを知っていますか

　問１-３：（a）飲酒について（悩みや不安を忘れるために飲む）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問2：（ｂ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として高知県中央東福祉事務所を知っていますか

　問１-３：（ｂ）飲酒について（飲酒量を減らさなければと感じる）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｃ）飲酒について（人から飲酒について注意されたことがある）お答え
　　　　　　　　　　ください　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｄ）飲酒について（飲酒後に罪悪感が生じたときがある）お答えくださ
　　　　　　　　　　い　※問１で「１」～「５」と答えた方

　問１-３：（ｅ）飲酒について（朝酒や迎え酒をしたことがある）お答えください
　　　　　　　※問１で「１」～「５」と答えた方

上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

（7）アルコール

調査数 知っている 知らない 無回答

（8）健康管理

　問１：あなたは、どれくらいの頻度で体重をはかりますか

調査数
よくはかる
（毎日～週に１回）

ときどきはかる
（月に数回程度）

あまりはからない
（年に数回）

はからない 無回答

（8）健康管理

　問２：あなたは、どれくらいの頻度で血圧をはかりますか

調査数
よくはかる
（毎日～週に１回）

ときどきはかる
（月に数回程度）

あまりはからない
（年に数回）

はからない 無回答

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ａ）健康診断

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ｂ）肺がん検診（胸部エックス線検査）

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ｃ）胃がん検診

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ｄ）大腸がん検診

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

　問2：（ｅ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいると
　　　　　　　　きの相談先として自助グループ（断酒会、依存症回復グループなど）
　　　　　　　　を知っていますか

　問2：（ｃ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として南国市保健福祉センターを知っていますか

　問2：（ｄ）身近な人のアルコールの問題（アルコール依存症等）で悩んでいる
　　　　　　　　ときの相談先として医療機関を知っていますか



上段：人数（人） 下段：構成割合（％）

 

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ｅ）子宮頸がん検診（女性のみ）

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

（8）健康管理

　問3：健康診断（病気での診療を除く）や、がん検診を受けていますか（ｆ）乳がん検診（女性のみ）

調査数
市が行う健診・検診
を受診している

医療機関で受診して
いる

職場の健診・検診を受
診している

受診していない 無回答

（8）健康管理

　問３-1：健康診断・がん検診を受けようと思うきっかけとなる一番の理由は何ですか　※問３で「１」～「３」に１つ以上〇がある方

調査数
無料である 近所で受けられる 健康状態に不安を感

じる
周囲からの勧め
（家族のため）

健康診断や複数のが
ん検診が同時に受診
できる

職場で受診勧奨され
る

その他

無回答

（8）健康管理

　問３-2：健康診断・がん検診を受けなかった主な理由は何ですか　※「（４）受診していない」に１つ以上〇がある方

調査数
行く時間がない 行く方法（交通手段）

がない
身体の調子で特に悪
いところがない

お金がかかる 受け方を知らない 日程を知らない 会場で待つのが嫌

病院で治療中 入院中、施設入所中
など

その他 無回答

（8）健康管理

　問４：あなたは、健康づくりに関心がありますか

調査数 ある 少しはある ない 無回答

（4）休養・こころの健康

　問５：健康な生活を送るために、あなたが気をつけていることは何ですか（複数回答）

調査数
食事に関すること 運動に関すること 睡眠・休養 ストレスをためないこと 健診（検診）を受ける

こと
その他 無回答

―
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３ 南国市健康増進計画策定委員会設置条例

設置

第１条 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条第２項の規定により、南国市健康増進計画（以下

「健康増進計画」という。 を策定するため、市長の附属機関として、南国市健康増進計画策定委員会

（以下「委員会」という。 を設置する。

所掌事項

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

健康増進計画の策定及び変更に関すること。

健康増進計画の評価に関すること。

健康増進計画の施策の実施及び推進に関すること。

前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

組織

第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。

委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

関係団体の代表者

関係機関の職員

前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

委員の任期

第４条 委員の任期は、２年とする。

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

委員長及び副委員長

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。

委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理す

る。

会議

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、第３条第２項の規定による委員の

委嘱又は任命後の最初に行われる会議については、市長が招集し、委員長及び副委員長が選出される

までは、委員の中から互選により仮議長を選出して議事を進行する。

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

意見の聴取等

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は

資料の提出を求めることができる。

報酬

第８条 委員の報酬は、南国市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償支給条例（昭和３４年南

国市条例第３９号）別表のその他の委員の規定を適用する。



庶務

第９条 委員会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。

委任

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

 



庶務

第９条 委員会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。

委任

第１０条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成 年 月 日から施行する。

 

４ 南国市食育のまちづくり条例

（目的）

第１条 この条例は、食育に関する基本理念を明らかにするとともに、食育に関する施策を定めることにより、

市及び市民が一体となって取り組む食育のまちづくりを推進し、もって健康で豊かな社会の実現と活力

ある南国市を形成することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

１ 食育 「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人

間を育てる教育をいう。

食 食材の生産、加工及び流通に始まり、料理及び食事に至るまでの広範な食に関する様相並び

に習俗である食文化及び食に関する歴史伝統をいう。

食のまちづくり 食を守り、はぐくみ、及び活かすまちづくりにより、ふるさとを愛する心を養うことをい

う。

地産地消 身近な地域で生産されたものを食することをいう。

（基本理念）

第３条 食育は、次に掲げる基本理念に基づき推進するものとする。

食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することを旨として

行わなければならない。

食育の推進に当たっては、市民の食生活が自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動に支えられ

ていることについて、理解することや感謝の心情を抱くことに配慮しなければならない。

食育を推進するための活動は、市民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に応じた活

動を展開しなければならない。

食育は、家庭において重要な役割を有していることを認識するとともに、保育所、幼稚園、学校等に

おいても積極的な活動に取り組まなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条に定める食育に関する基本理念に基づき、食育に関する基本的かつ総合的な施策を策

定し、及び実施するものとする。

２ 市は、南国市にある食の啓発に努めるとともに、市民に南国市にある食の理解を得るよう努めるものとす

る。

（市民の役割）

第５条 市民は、基本理念を理解し、自発的かつ自立的に食育の推進に取り組むとともに、市が実施する基

本理念に基づく食育に関する施策に協力するものとする。

２ 市民は、食育に関する施策に協力するに当たり、南国市にある食を理解するよう努めるものとする。

（市民の意識の高揚）

第６条 市は、食育を推進するため、その普及及び啓発活動を行い、市民の食育への意識の高揚を図り、そ

の参画を奨励するものとする。

（市民の意見の反映）

第７条 市は、食育を推進するに当たっては、広く市民から意見を聴取し、その意見を施策に反映するよう努

めるものとする。



（食育への参画）

第８条 市は、食育の企画立案及び実施に関する情報を市民に提供するとともに、市民は、食のまちづくりへ

の積極的な参画に努めるものとする。

（基本計画）

第９条 市は、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、食育に関する基本的な計画

を定めなければならない。

（食育に関する施策）

第１０条 市は、食育の推進のために、次に掲げる施策を講じるものとする。

乳幼児、青少年及びその保護者に対し、保育所、幼稚園、学校等を通じて、食育の重要性を指導す

ること。

市民が生涯にわたって食育に関する学習の機会を設けること。

南国市の食育に関する研究を進め、その成果を広く市民に公表すること。

家庭及び地域において、食に関する様々な取組や交流を図ること。

地産地消の取組を奨励すること。

産業界、公的機関等との連携を深めること。

（食育推進会議）

第１１条 南国市食育推進計画の策定及びその実施の推進を図るため、南国市食育推進会議を設置する。

（規則委任）

第１２条 南国市食育推進会議の組織及び運営については、別に規則で定める。

（委任）

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成 年条例第 号）

この条例は、公布の日から施行する。
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